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は じ め に  

 1 9 9 3 年 の 衆 参 両 院 に お け る 地 方 分 権 の 推 進 に 関 す る 国 会 決 議 、

あ る い は 9 5 年 の 地 方 分 権 推 進 委 員 会 に お け る 審 議 の 開 始 を 皮 切

り に 、 日 本 に お け る 地 方 分 権 改 革 は こ れ ま で 歩 み を 進 め て き た 。

こ の 間 、地 方 分 権 一 括 法 の 成 立 、平 成 の 大 合 併 、三 位 一 体 の 改 革 、

地 方 債 制 度 の 協 議 制 へ の 移 行 、国 と 地 方 の 協 議 の 場 の 法 定 化 な ど 、

地 方 分 権 に 関 わ る 多 く の 制 度 改 革 が 実 施 さ れ て き た こ と は 周 知 の

事 実 で あ る が 、 こ れ ら の 制 度 改 革 が 「 国 民 が 待 望 す る ゆ と り と 豊

か さ を 実 感 で き る 社 会 を つ く り 上 げ る 」 と す る 地 方 分 権 改 革 の 趣

旨 に 沿 う も の で あ っ た の か と 言 え ば 、 多 く の 疑 問 が も た れ る 。 す

な わ ち 、 国 と 地 方 を 合 わ せ た 巨 額 の 財 政 赤 字 を 前 に 地 方 分 権 改 革

に 期 待 さ れ る 歳 出 削 減 、 あ る い は 財 政 効 率 化 の 手 段 と い う 側 面 の

み が 強 調 さ れ 、 経 済 状 況 や 社 会 状 況 の 変 化 に と も な う 住 民 ニ ー ズ

の 変 化 に 対 応 で き て い な い と 強 く 批 判 さ れ て き た の で あ る 。 今 後

の 地 方 分 権 改 革 の 動 向 を 見 据 え 、 本 来 の 目 的 を 改 め て 認 識 し な が

ら 、 こ れ ま で の 政 策 の 評 価 と 今 後 の 改 革 の 計 画 を し っ か り 検 討 す

る 必 要 が あ る だ ろ う 。  

 本 研 究 は 、 以 上 の 問 題 意 識 に 立 ち な が ら 、 海 外 の 地 方 分 権 改 革

や 政 府 間 関 係 の 事 例 を 題 材 に し 、 そ の 内 容 を 検 討 す る こ と で 、 日

本 に お け る 制 度 改 革 の 評 価 に 生 か す こ と を 目 的 と し て い る 。 具 体

的 に は 、 近 年 の ス ウ ェ ー デ ン の 地 方 分 権 改 革 や 地 方 政 府 サ ー ビ ス

を 事 例 と し て 取 り 上 げ る 。  

 ス ウ ェ ー デ ン は 、 一 般 に 高 福 祉 ・ 高 負 担 の 国 と し て 知 ら れ て い

る 。 実 際 、 そ の 租 税 負 担 率 は 、 わ が 国 の お よ そ 2 倍 と な る 4 6 . 9％

（ 2 0 1 0 年 ） に 達 し て お り 、 福 祉 、 医 療 、 教 育 な ど の 対 人 社 会 サ ー

ビ ス が 公 共 部 門 を 中 心 と し て 供 給 さ れ て い る 。 そ し て 、 こ れ ら の

サ ー ビ ス の 供 給 主 体 は 地 方 政 府 で あ り 、 そ の 供 給 の あ り 方 に 対 す

る 決 定 権 限 も 大 き く 、 ま た 課 税 自 主 権 も 強 い こ と か ら 分 権 型 社 会

の 代 表 例 と し て 、 わ が 国 の 分 権 改 革 論 議 に お い て も 注 目 さ れ て い

る と こ ろ で あ る 。  

 し か し 、 こ こ で 注 意 を 要 す る の は 、 ス ウ ェ ー デ ン は 第 二 次 大 戦

後 に 始 ま っ た 本 格 的 な 福 祉 国 家 建 設 の 時 期 か ら 、 必 ず し も 現 在 の

よ う な 分 権 的 社 会 を 築 き 上 げ て き た わ け で は な い と い う こ と で あ

る 。 確 か に 、 1 9 5 0 年 代 か ら の 急 速 な 政 府 支 出 規 模 の 増 大 は 、 ほ ぼ

地 方 政 府 に よ る も の で あ っ た が 、 そ の 内 容 に つ い て は 、 法 令 に 基
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づ い た 国 の コ ン ト ロ ー ル が 強 く 、 さ ら に サ ー ビ ス 供 給 主 体 と し て

の 地 方 政 府 の 財 政 的 基 盤 を 強 化 す る た め の コ ミ ュ ー ン 合 併 は 中 央

政 府 主 導 で 進 め ら れ た と い う 経 緯 を 持 っ て い る 。  

 こ の 中 央 集 権 的 に 進 め ら れ た 福 祉 国 家 建 設 に 転 機 が 訪 れ た の は 、

オ イ ル・シ ョ ッ ク 以 降 の 低 成 長 時 代 に 入 っ た 1 9 8 0 年 代 で あ る 。8 2

年 に 政 権 に 復 帰 し た 社 会 民 主 党 政 府 は 、 そ れ ま で の よ う な 政 府 規

模 の 拡 大 に よ る 社 会 サ ー ビ ス の 充 実 は も は や 困 難 で あ る と の 認 識

か ら 、 限 ら れ た 資 源 を 効 率 的 に 利 用 す る こ と に よ っ て 、 国 民 へ の

サ ー ビ ス の 質 を 高 め て い く こ と を 戦 略 と し 、 そ こ か ら 地 方 政 府 へ

の 権 限 移 譲 を 進 め て い く こ と と な っ た の で あ る 。 そ し て 、 そ の こ

と が 9 0 年 代 初 頭 の 経 済 危 機 を 経 た 財 政 再 建 期 に お い て も 一 定 の

サ ー ビ ス ・ レ ベ ル の 維 持 を 可 能 に し た と い う 側 面 を 持 っ て い る 。  

 以 下 で は 、 ス ウ ェ ー デ ン の 地 方 政 府 あ る い は 政 府 間 関 係 に 関 す

る 基 本 的 な デ ー タ を 確 認 し た う え で 、 同 国 に お け る 地 方 分 権 改 革

の 動 き を 概 観 す る 。 そ の な か で 、 地 方 分 権 を 推 進 す る う え で 制 度

的 な 核 と な っ た 財 政 調 整 制 度 の 改 革 や 現 状 に 目 を 向 け る 。 そ の う

え で 、 保 育 サ ー ビ ス や 水 道 事 業 を 事 例 に 、 サ ー ビ ス 供 給 に お け る

地 方 政 府 の 役 割 と そ の 変 化 に つ い て 検 討 し た い 。  

1  政 府 間 財 政 関 係 の 基 本 的 枠 組 み  

1 - 1  地 方 政 府 の 基 本 デ ー タ  

ス ウ ェ ー デ ン に は 現 在 、地 方 政 府 と し て 、2 9 0 の コ ミ ュ ー ン（ 市

レ ベ ル に 相 当 ）と 2 0 の ラ ン ス テ ィ ン グ（ 県 レ ベ ル に 相 当 ）が 存 在

す る 1。コ ミ ュ ー ン と ラ ン ス テ ィ ン グ は 、地 方 自 治 法 に よ っ て 、「民

主 主 義 と 地 方 自 治 の 原 則 に 基 づ き 」、「 地 方 自 治 法 又 は 特 別 法 に 定

め ら れ た 事 務 を 処 理 す る も の 」 と 定 め ら れ て い る （ 地 方 自 治 法 第

1 章 第 2 条 ）。  

日 本 と 比 較 す る と 、地 方 政 府 の 人 口 規 模 は さ ほ ど 大 き く は な い 2。

総 人 口 お よ そ 9 6 0 万 人 の う ち 、 最 大 の コ ミ ュ ー ン は ス ト ッ ク ホ ル

ム で 、 お よ そ 9 0 万 人 （ 2 0 1 3 年 1 2 月 3 1 日 時 点 、 以 下 同 様 ） で あ

1 法 律 的 に は ラ ン ス テ ィ ン グ が 2 0 団 体 存 在 す る が 、 そ の う ち ス コ ー ネ 、 ヴ ェ ス

ト ラ・ヨ ー タ ラ ン ド 、ハ ー ラ ン ド の 3 団 体 は レ ギ オ ン（ r e g i o n）と 呼 ば れ て お り 、

従 来 の ラ ン ス テ ィ ン グ の 事 務 権 限 に 加 え 、地 域 政 策 に 関 す る 権 限 が 中 央 政 府 か ら

移 譲 さ れ て い る 。 近 年 の レ ギ オ ン 実 験 に 関 し て は 、 伊 集 （ 2 0 0 8） を 参 照 。
2 以 下 の 人 口 規 模 に 関 す る 記 述 は 、 ス ウ ェ ー デ ン 統 計 局 デ ー タ ” F o l k m ä n g d  i  
r i k e t ,  l ä n  o c h  k o m m u n e r  e f t e r  k ö n  o c h  å l d e r  3 1  D e c e m b e r  2 0 1 3 ”に 基 づ く 。
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る が 、 1 0 万 人 以 上 の コ ミ ュ ー ン は 全 国 で 1 4 団 体 し か な く 、 お よ

そ 半 数 の コ ミ ュ ー ン は 1 5 , 0 0 0 人 以 下 で あ る 。 一 方 で 、 5 , 0 0 0 人 を

下 回 る コ ミ ュ ー ン も 1 5 団 体 し か な く 、コ ミ ュ ー ン 間 の 人 口 規 模 の

格 差 は 相 対 的 に 小 さ い と い え る 。 ラ ン ス テ ィ ン グ に つ い て は 、 最

大 が ス ト ッ ク ホ ル ム で お よ そ 2 1 6 万 人 、 最 小 は イ ェ ム ト ラ ン ド の

お よ そ 1 3 万 人 で 、多 く の ラ ン ス テ ィ ン グ が 2 0 万 ～ 3 0 万 人 と い う

規 模 で あ る 。  

ま た 、 表 1 - 1 か ら 看 取 さ れ る と お り 、 人 口 規 模 の 大 き い コ ミ ュ

ー ン は 中 東 部 、 中 西 部 、 南 部 の ラ ン ス テ ィ ン グ 内 に 存 在 し 、 北 部

の 山 間 地 域 は 非 常 に 人 口 密 度 が 小 さ い こ と が わ か る 。  

地域 レーン コミューン数 人口（1000人） 面積（㎢） 人口密度（人/㎢）

ストックホルム（Stockholms） 26 1,918 6,519 294

ウプサラ（Uppsala） 8 320 8,208 39

セーデルマンランド（Södermanlands） 9 263 6,103 43

エステヨータランド（Östergötlands） 13 418 10,605 39

ヨンショピン（Jönköpings） 13 332 10,495 32

クロノベリ（Kronobergs） 8 180 8,468 21

カルマル（Kalmar） 12 234 11,219 21

ゴットランド（Gotlands） 1 57 3,151 18

ブレーキンイェ（Blekinge） 5 151 2,947 51

スコーネ（Skåne） 33 1,185 11,035 107

ハーランド（Hallands） 6 289 5,462 53

ヴェストラ・ヨータランド（V Götalands） 49 1,538 23,956 64

ヴァルムランド（Värmlands） 16 273 17,591 16

エレブロ（Örebro） 12 275 8,546 32

ヴェストマンランド（Västmanlands） 10 248 5,145 48

ダーラナ（Dalarnas） 15 276 28,197 10

イェブレボリ（Gävleborgs） 10 276 18,200 15

ヴェステノルランド（Västernorrlands） 7 244 21,685 11

イェムトランド（Jämtlands） 8 127 49,343 3

ヴェステボッテン（Västerbottens） 15 258 55,190 5

ノルボッテン（Norrbottens） 14 252 98,249 3

全国 290 9,113 410,335 22

〔出所〕SCB(2007b:30)より作成。

表1-1　地方政府データ

中東部

南部

中西部

北部

次 に 、 表 1 - 2 か ら 、 コ ミ ュ ー ン の 数 は 、 1 9 5 0 年 代 以 降 の 合 併 の

結 果 、 大 幅 に 減 少 し て き た こ と が わ か る 。 ま ず 、 1 9 5 2 年 に 地 方 に

お け る 小 規 模 コ ミ ュ ー ン の 合 併 が 行 わ れ た（ 第 1 次 合 併 ）。こ の 合

併 で は 、 コ ミ ュ ー ン の 適 正 規 模 を 3 , 0 0 0 人 、 最 低 規 模 を 2 , 0 0 0 人

と す る こ と が 目 標 と さ れ 、 コ ミ ュ ー ン の 数 は 2 , 4 9 8（ 1 9 5 1 年 ） か

ら 1 , 0 3 7（ 1 9 5 2 年 ） に 減 少 し 、 平 均 人 口 は 1 , 5 0 0 人 か ら 4 , 5 0 0 人

へ と 増 加 し た （ 自 治 体 国 際 化 協 会 〔 2 0 0 4 : 1 3〕）。  

し か し 、 そ の 後 も ス ト ッ ク ホ ル ム 、 ヨ ー テ ボ リ 、 マ ル メ と い っ

た 大 規 模 都 市 へ の 人 口 の 集 中 が 続 き 、 そ の 結 果 と し て 、 1 9 6 0 年 時
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点 で 約 3 5 0 の コ ミ ュ ー ン が 最 低 規 模 を 確 保 で き て い な い と い う 事

態 が 生 じ た （ 同 〔 2 0 0 4 : 1 4〕）。 そ こ で 、 6 2 年 か ら 7 4 年 に か け て 、

す べ て の コ ミ ュ ー ン が 8 0 0 0 人 の 規 模 を も つ こ と を 目 標 に 第 2 次 合

併 が 実 施 さ れ た 。 こ の 合 併 は 当 初 、 各 コ ミ ュ ー ン の 判 断 に ゆ だ ね

ら れ て い た た め 政 府 の 期 待 に 反 し て 進 展 が 遅 く 、6 9 年 に 国 会 に お

い て 7 4 年 1 月 1 日 ま で に 当 初 の 計 画 に よ る 合 併 が 完 了 さ れ な け れ

ば な ら な い こ と が 決 定 さ れ て 以 後 は 、 強 制 的 に 合 併 が 進 め ら れ る

こ と と な っ た （ 同 〔 2 0 0 4 : 1 4〕）。 こ の 結 果 、 7 4 年 1 月 時 点 で の コ

ミ ュ ー ン の 数 は 2 7 8 と 大 き く 減 少 し た 。 こ れ ら の コ ミ ュ ー ン の 合

併 で は 、人 口 規 模 を 拡 大 す る こ と に よ っ て 、課 税 ベ ー ス を 拡 大 し 、

コ ミ ュ ー ン の 財 政 力 を 強 化 す る こ と に 目 的 が あ っ た （ 伊 集

〔 2 0 0 6 : 2 2 1 f .〕）。 た だ し 、 強 制 的 合 併 と い う 経 緯 か ら 、 そ の 後 い

く つ か の コ ミ ュ ー ン は 再 び 分 離 し た た め 、 現 在 で は 2 9 0 の コ ミ ュ

ー ン が 存 在 し て い る 。  

西暦 コミューンの数 人口 1コミューンの平均人口

1930 2,532 6,120,080 2,417

1935 2,528 6,233,090 2,466

1940 2,523 6,341,303 2,513

1945 2,514 6,597,348 2,624

1950 2,501 6,986,081 2,793

1955 1,037 7,234,664 6,977

1960 1,031 7,471,345 7,247

1965 995 7,695,200 7,734

1970 848 8,004,270 9,439

1975 278 8,176,691 29,413

1980 279 8,303,010 29,760

1985 284 8,342,621 29,375

1990 284 8,527,036 30,025

1995 288 8,816,381 30,612

2000 289 8,861,426 30,662

2005 290 9,011,392 31,074

2007 290 9,113,257 31,425

〔出所〕SCB(2007b:28f.)より作成。

表1-2　コミューンの数および人口の変化

1 - 2  事 務 配 分 と 財 源 配 分  

表 1 - 3 は ス ウ ェ ー デ ン の 政 府 間 事 務 配 分 を 示 し て い る 。 中 央 政

府 は 、 立 法 、 徴 税 、 外 交 、 E U 問 題 、 警 察 、 司 法 、 経 済 的 保 障 、 高

等 教 育 、 労 働 市 場 政 策 な ど の 領 域 で 責 任 を 持 っ て い る 。 こ れ に 対

し て 、 ラ ン ス テ ィ ン グ に は 、 お も に 医 療 ・ 保 健 、 地 域 発 展 を 中 心

に 事 務 が 配 分 さ れ 、 コ ミ ュ ー ン に は 、 高 齢 者 、 障 害 者 、 児 童 に 対

す る 福 祉 サ ー ビ ス や 、就 学 前 教 育 、初 等 お よ び 中 等 教 育 を 中 心 に 、
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そ の 他 、 住 民 に 密 着 し た 事 務 が 配 分 さ れ て お り 、 分 離 型 の 事 務 配

分 を 採 用 し て い る こ と が わ か る 。 そ の 中 で 、 地 域 交 通 は 、 例 外 的

に ラ ン ス テ ィ ン グ と コ ミ ュ ー ン の 共 同 事 務 と し て 行 わ れ て い る 。  

国 ランスティング コミューン

立法 医療、保健 福祉サービス

国家行政 歯科医療 教育

徴税 地域交通 建築

外交 地域発展 環境保護

EU問題 文化 清掃事業

移民、難民 教育 ごみ処理

防衛 観光 上下水道

警察、司法 所有企業 救急サービス

経済的保障 民間防衛

高等教育、研究 図書館

文化 住宅

労働市場 地域交通

経済政策 文化余暇活動

農林業 技術的サービス

国有企業 所有企業

〔出所〕SCB(2007:31)より作成。

表1-3　スウェーデンの政府間事務配分

事 務 配 分 の 原 則 と し て は 、 国 は 社 会 全 般 の 発 展 と ナ シ ョ ナ ル ミ

ニ マ ム の 保 障 に 全 体 的 に 責 任 を 持 っ て い る 。 従 っ て 、 議 会 と 内 閣

は 地 方 政 府 の 事 業 に つ い て 法 的 お よ び 経 済 的 な 枠 組 み を 設 定 し 、

各 分 野 に つ い て の 目 標 と 指 針 を 示 す 。 コ ミ ュ ー ン お よ び ラ ン ス テ

ィ ン グ は 、 そ れ に 沿 っ て 一 般 的 権 限 お よ び 特 別 法 に 基 づ く そ れ ぞ

れ の 事 務 を 実 施 す る こ と と な る （ 自 治 体 国 際 化 協 会 〔 2 0 0 4 : 6〕）。

地 方 政 府 の 事 務 の 枠 組 み を 決 定 す る 特 別 法 と し て は 、 教 育 法 、 保

健 ・ 医 療 法 、 社 会 サ ー ビ ス 法 な ど が 存 在 す る 。 た だ し 、 こ れ ら は

行 政 事 務 の 枠 組 み だ け を 規 定 し て お り 、 政 府 や 関 係 当 局 か ら の 法

令 あ る い は 規 則 に よ り 補 完 さ れ る （ S C B〔 2 0 0 7 a : 1 3〕）。  

ス ウ ェ ー デ ン に お け る こ の 分 離 型 の 事 務 配 分 は 、 地 方 政 府 の 歳

出 構 成 （ 表 1 - 4） を 観 察 す る こ と に よ っ て 、 よ り 明 確 に な る 。 ス

ウ ェ ー デ ン の 地 方 財 政 は 中 央 ・ 地 方 を 合 わ せ た 財 政 支 出 の 7 割 弱

の 規 模 を 持 ち 、 こ の 点 は わ が 国 と 同 様 で あ る 。 た だ し 、 コ ミ ュ ー

ン に お け る 歳 出 は 、 基 礎 教 育 、 中 等 教 育 な ど の 教 育 分 野 に 3 2％ 、

高 齢 者 ・ 障 害 者 ケ ア 、 育 児 ケ ア お よ び 個 人 ・ 家 族 ケ ア を 含 め た 福

祉 サ ー ビ ス に 5 2％ と 、両 者 で 歳 出 総 額 の 8 4％ を 占 め る に い た っ て

い る 。 ラ ン ス テ ィ ン グ に お け る 歳 出 は 、 プ ラ イ マ リ ー ケ ア 、 専 門
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医 療 、 精 神 医 療 、 歯 科 医 療 、 そ の 他 を 含 め 、 医 療 ・ 保 健 分 野 が 歳

出 総 額 の 9 割 を 占 め て い る 。  

つ ま り 、 コ ミ ュ ー ン と ラ ン ス テ ィ ン グ は 、 そ れ ぞ れ 所 管 す る 地

域 の 広 さ と 人 口 規 模 に よ っ て 行 政 事 務 を 分 担 し て い る 対 等 な 関 係

の 自 治 体 で あ っ て 、 ラ ン ス テ ィ ン グ は コ ミ ュ ー ン の 上 位 団 体 と は

位 置 づ け ら れ て い な い （ E l a n d e r  a n d  M o n t i n〔 1 9 9 0 : 2〕）。  

コミューン ランスティング
100万SEK ％ 100万SEK ％

政治活動 5,579 1.1 プライマリーケア 33,431 15.5
インフラ・環境など 35,043 7.2 専門医療 103,685 48.1
文化活動 10,660 2.2 精神医療 17,877 8.3
余暇活動 12,331 2.5 その他の保健･医療 14,847 6.9
就学前教育 65,442 13.5 保健･医療に関わる政治的活動 1,219 0.6
基礎・中等・成人教育 135,787 27.9 医薬品 20,960 9.7
高齢者・障害者福祉 146,724 30.2 歯科医療 49,947 2.3
個人・家族ケア 32,509 6.7 地域政策 16,244 7.5
その他の社会福祉 15,262 3.1 その他 2,158 1.0
労働・住居 6,506 1.3
交通 5,714 1.2

エネルギー・水道・衛生 14,482 3.0

合計 486,039 100.0 合計 215,498 100.0
（注）SEKは、スウェーデンの通貨単位スウェーデン･クローナを表している。

（出所）Statistiska Centralbyrån〔2009〕より作成。

表1-4 　地方政府の歳出構成（2009年）

次 に 、 表 1 - 5 に 従 っ て 、 歳 入 面 に 目 を 向 け て み よ う 。 地 方 政 府

の 歳 入 で は 、 そ れ ぞ れ の 地 方 政 府 が 独 自 の 税 率 決 定 権 を も つ 比 例

所 得 税 が 重 要 な 役 割 を 担 っ て い る 。 コ ミ ュ ー ン と ラ ン ス テ ィ ン グ

が 課 税 す る 税 目 は こ の 比 例 所 得 税 の み で あ り 、 そ の 平 均 税 率 は 、

2 0 1 4 年 現 在 、 ラ ン ス テ ィ ン グ で 1 1 . 6 2％ 、 コ ミ ュ ー ン で 2 0 . 6 5％

で あ り 、地 方 政 府 全 体 で 3 1 . 8 6％ と な っ て い る 。コ ミ ュ ー ン で は 、

租 税 収 入 が 6 2％ 程 度 、一 般・特 定 を 合 わ せ た 補 助 金 収 入 が 1 5％ 程

度 あ り 、 こ れ ら を 料 金 収 入 、 資 産 ・ 活 動 の 売 却 に よ る 収 入 が 補 完

す る 形 と な っ て い る 。 ラ ン ス テ ィ ン グ で は 、 租 税 収 入 が お よ そ 7

割 に 達 し 、 一 般 ・ 特 定 を 合 わ せ た 補 助 金 収 入 が 2 割 程 度 あ り 3、 そ

の 他 、 活 動 ・ サ ー ビ ス 等 の 売 却 に よ る 収 入 が あ が っ て い る 。  

3 医 療 を 担 当 す る ラ ン ス テ ィ ン グ で は 、補 助 金 の 中 で も 医 薬 品 給 付 金 が 重 要 な 役

割 を 担 っ て い る 。
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以 上 で 確 認 さ れ た よ う に 、 ス ウ ェ ー デ ン の 地 方 政 府 は 、 コ ミ ュ

ー ン で は 福 祉 と 教 育 が 支 出 の 8 割 以 上 、 ラ ン ス テ ィ ン グ で は 歯 科

を 含 む 保 健 ・ 医 療 が 支 出 の 9 割 を 占 め て お り 、 対 人 社 会 サ ー ビ ス

の 比 重 が 高 く 4、こ れ を 賄 う 歳 入 と し て 、課 税 自 主 権 を 基 礎 に し た

強 固 な 税 源 に 支 え ら れ て い る こ と に ま ず 留 意 し な く て は い け な い 。 

中 央 政 府 は 、 国 内 に お け る 資 源 配 分 の 全 般 的 な 責 任 を も ち 、 経

済 的 指 針 を 設 定 し 、 立 法 に よ る 枠 組 み を 確 立 す る こ と で 、 地 方 政

府 活 動 を 指 導 す る 。 ま た 、 地 方 政 府 に 対 す る 中 央 政 府 の 指 導 の 目

的 は 、サ ー ビ ス の 最 低 基 準 を 保 障 す る こ と に あ り 、教 育 法 、保 健 ・

医 療 法 、 社 会 サ ー ビ ス 法 な ど の 特 別 法 が 制 定 さ れ て い る 。  

地 方 政 府 が 担 う 義 務 的 事 務 は 、 コ ミ ュ ー ン で は 、 教 育 、 育 児 ケ

ア 、 高 齢 者 ケ ア 、 個 人 ・ 家 族 ケ ア 、 環 境 問 題 、 レ ス キ ュ ー な ど が

あ り 、 ラ ン ス テ ィ ン グ で は 、 医 療 、 歯 科 、 知 的 障 害 者 ケ ア が あ げ

ら れ る 。 ま た 、 高 齢 者 の 移 動 補 助 、 公 共 輸 送 は 近 年 コ ミ ュ ー ン の

義 務 的 事 務 と な っ た 。 こ の よ う に 中 央 政 府 に よ っ て 強 制 さ れ る 事

務 は コ ミ ュ ー ン に お い て 予 算 の お よ そ 4 分 の 3 に の ぼ る 。  

後 述 す る よ う に 、 1 9 9 0 年 代 に は 、 特 定 補 助 金 の 大 幅 な 一 般 財 源

化 が 実 施 さ れ 、 地 方 政 府 の 行 政 活 動 の 裁 量 性 が 高 ま り 、 そ の 他 、

学 校 や 建 築 に 関 す る 詳 細 な 規 制 が 緩 和 さ れ 、 目 的 あ る い は 結 果 に

よ る 管 理 に 置 き 換 え ら れ る こ と と な っ た 。 結 果 に よ る 管 理 が 広 ま

る に つ れ 、 地 方 政 府 に お け る 行 政 事 務 の 運 営 の あ り 方 は 多 様 化 し

て き て お り 、 エ ネ ル ギ ー 、 交 通 、 上 下 水 道 、 余 暇 活 動 な ど に 関 す

4 こ れ ら の 地 方 政 府 の 事 務 の ほ と ん ど は 義 務 的 事 務 と し て 実 施 さ れ る 。地 方 政 府

が 任 意 に 行 い う る 事 務 と し て は 、コ ミ ュ ー ン で は 余 暇 ・ 文 化 活 動 、技 術 的 サ ー ビ

ス 、 エ ネ ル ギ ー 供 給 、 道 路 の 管 理 維 持 が あ り 、 ラ ン ス テ ィ ン グ で は 文 化 活 動 、 教

育 、 観 光 が あ る 。

コミューン ランスティング

100万SEK ％ 100万SEK ％

税収 314,941 62.2 税収 163751 69.5

一般交付金 55,677 11.0 一般交付金 37752 16.0

経常・投資補助金 18,976 3.7 活動収入 11513 4.9

料金収入（行政活動） 14,914 2.9 サービス収入 5517 2.3

料金収入（事業活動） 14,676 2.9 物品収入 1187 0.5

地代・リース料 15,144 3.0 料金収入 5851 2.5

資産売却 27,605 5.4 その他の補助金 6570 2.8

利子収入 9,899 2.0 　うち特定補助金 4023 1.7

その他 34,668 6.8 その他 3490 1.5

合計 506,550 100.0 合計 235631 100.0

（出所）Statistiska Centralbyrån(2009)より作成。

表1－5　地方政府の歳入構成（2007年）
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る 地 方 政 府 所 有 企 業 の 活 用 、 あ る い は サ ー ビ ス 生 産 の 民 間 委 託

（ e n t r e p r e n a d）が 見 ら れ る が 、原 則 と し て 、租 税 に よ る サ ー ビ ス

供 給 が 主 体 と な る こ と に は 変 わ り が な い で あ ろ う （ H ä g g r o t h

〔 2 0 0 0 : 6 5 f .〕）。  

以 上 の よ う に 、 地 方 政 府 は 、 権 限 移 譲 に と も な い 高 い 裁 量 の も

と で 行 政 事 務 を 行 い 、 中 央 政 府 は 、 地 方 政 府 活 動 の 目 的 や 枠 組 み

を 設 定 す る と い う 枠 組 み が 見 て 取 れ る 。 こ の 枠 組 み は 、 1 9 8 0 年 代

か ら の 公 共 部 門 改 革 に 起 因 し 、 9 0 年 代 に 入 っ て 、 地 方 自 治 法 の 改

正 、 財 政 調 整 制 度 の 改 正 と し て 具 体 化 し て い く 。 そ こ で 、 以 下 で

は 、 こ れ ら の 政 府 間 関 係 の 制 度 変 化 に つ い て 検 討 し て い こ う 。  

2  地 方 分 権 改 革 の 動 向  

2 - 1  1 9 8 0 年 代 の 公 共 部 門 改 革 と フ リ ー コ ミ ュ ー ン 実 験  

オ イ ル ・ シ ョ ッ ク 以 降 の 経 済 停 滞 を 背 景 に し て 、 政 権 復 帰 前 の

社 民 党 内 部 で 組 織 さ れ た「 危 機 問 題 グ ル ー プ 」に よ っ て 用 意 さ れ 、

『 ス ウ ェ ー デ ン の 未 来 』 と 題 さ れ た 政 策 提 案 は 、 1 9 8 1 年 6 月 1 6

日 の 党 大 会 に お い て 採 択 さ れ 、 政 権 復 帰 後 の 社 民 党 の 経 済 政 策 の

基 礎 を な す こ と と な っ た 。 こ の 提 案 で は 、 国 家 財 政 の 悪 化 が 強 調

さ れ 5、財 政 赤 字 の 増 加 が 、外 国 債 の 発 行 を 通 じ て 外 部 の 経 済 環 境

に 対 す る 依 存 を 高 め る 危 険 性 、信 用 市 場 、資 本 市 場 に 与 え る 歪 み 、

国 債 費 の 増 加 に よ る 財 政 の 硬 直 化 な ど が 指 摘 さ れ た 6。そ し て 、こ

の 財 政 赤 字 の 原 因 と し て 、 1 .支 出 項 目 に 対 す る チ ェ ッ ク 機 能 の 不

足 、 2 .特 定 団 体 に 対 す る 租 税 特 別 措 置 、 租 税 控 除 、 あ る い は 脱 税

行 為 の 増 加 に よ る 税 収 の 伸 び 悩 み 、 3 .経 済 成 長 率 の 低 下 を 背 景 と

し た 課 税 ベ ー ス の 増 加 幅 の 縮 小 や 労 働 市 場 政 策 、 経 済 政 策 に 対 す

る 支 出 の 増 加 、４ .イ ン フ レ 率 上 昇 の 影 響 を 受 け る か た ち で の 国 債

利 払 い 費 の 増 加 が あ げ ら れ 、 そ れ ぞ れ に つ い て 対 応 策 が 用 意 さ れ

る こ と と な っ た （ S o c i a l d e m o k r a t e r n a〔 1 9 8 1 : 4 5 f .〕）。  

そ の な か で 、 地 方 政 府 部 門 に つ い て は 、 地 方 所 得 税 率 を 引 き 上

げ る 余 地 が 制 限 さ れ て い る こ と 、 中 央 政 府 が 地 方 政 府 に 対 す る 補

5 1 9 7 5 / 7 6 年 度 に は 、 3 7 億 ク ロ ー ナ で あ っ た 中 央 政 府 の 財 政 赤 字 は 、 8 1 / 8 2 年 度

に は 、 7 5 0 億 ク ロ ー ナ に ま で 増 加 す る こ と が 試 算 さ れ て い た

（ S o c i a l d e m o k r a t e r n a〔 1 9 8 1 : 1 5〕）。
6 さ ら に 、公 共 部 門 の 縮 小 と 民 営 化 を 実 現 し な け れ ば 、こ れ ま で の 社 会 福 祉 を 維

持 す る こ と は 困 難 で あ る と い う 反 動 勢 力 か ら の 主 張 を 生 み か ね な い と い う 政 治

的 な 懸 念 も 指 摘 さ れ た （ S o c i a l d e m o k r a t e r n a〔 1 9 8 1 : 4 6〕）。
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助 金 を 従 来 の よ う に 増 加 さ せ る こ と が 不 可 能 で あ る こ と を 理 由 に 、

従 来 の よ う な 地 方 政 府 の 支 出 拡 大 は 抑 制 さ れ な く て は な ら な い と

主 張 さ れ た 。 た だ し 、 地 方 政 府 は 医 療 や 社 会 福 祉 と い う 国 民 の 生

活 に と っ て 中 心 的 な 役 割 を 担 っ て お り 、 今 後 の 高 齢 化 に と も な う

老 人 医 療 に 対 す る 需 要 の 増 大 や 、 労 働 市 場 に お け る 女 性 参 加 を 達

成 す る た め の 育 児 ケ ア の 充 実 が 不 可 欠 で あ る と い っ た 社 会 的 要 因

を 考 慮 し て 、 地 方 政 府 の 消 費 支 出 の 増 加 を 総 じ て 年 間 2％ に 抑 え

る こ と が 目 標 と し て 提 示 さ れ た （ 同 〔 1 9 8 1 : 5 3 f .〕）。  

 こ の 党 決 議 を 基 礎 に 、 1 9 8 2 年 に 政 権 に 復 帰 し た 社 民 党 政 府 は 、

ま ず 行 政 省（ C i v i l d e p a r t m e n t e t）を 新 設 し 、そ こ に 各 省 庁 か ら 人

材 を 集 め 、 公 共 部 門 改 革 に 着 手 し 、 8 5 年 に は 公 共 部 門 刷 新 計 画 を

議 会 に 提 出 し た 。 こ の 計 画 で は 、 選 択 の 自 由 の 拡 大 、 民 主 主 義 の

更 な る 発 展 、 官 僚 的 形 式 主 義 の 廃 止 、 効 率 性 の 改 善 と い う 4 つ の

目 標 が 示 さ れ た 。 こ れ ら の 目 標 の 意 図 す る と こ ろ は 、 民 営 化 の 実

施 で は な く 、 サ ー ビ ス 供 給 者 と し て の 公 共 部 門 の 効 率 性 の 改 善 に

あ っ た （ G u s t a f s s o n  a n d  S v e n s s o n〔 1 9 9 9 : 5 1〕）。 そ こ で は 、 国 民

を 公 共 サ ー ビ ス の 利 用 者 と し て 位 置 づ け 、 利 用 可 能 な 資 源 を す べ

て の 国 民 に 対 し て 公 正 か つ 平 等 に 分 配 す る と い う 前 提 に 立 ち な が

ら 、 政 策 決 定 を 下 位 レ ベ ル に 委 譲 す る こ と で 、 住 民 の 行 政 に 対 す

る 政 治 的 統 制 、 あ る い は 公 共 サ ー ビ ス の 利 用 者 と し て の 立 場 を 強

化 す る 組 織 運 営 を 行 う こ と が 模 索 さ れ た 。  

こ の 地 方 分 権 の 具 体 的 政 策 の 1 つ と し て 、 8 4 年 か ら 9 1 年 に か

け て 実 施 さ れ た 「 フ リ ー コ ミ ュ ー ン の 実 験 」 が あ げ ら れ る 7。 こ の

実 験 に お い て 、 フ リ ー コ ミ ュ ー ン に 指 定 さ れ た コ ミ ュ ー ン お よ び

ラ ン ス テ ィ ン グ は 、 行 政 事 務 を 行 う た め の 委 員 会 組 織 を 自 由 に 改

変 す る こ と が で き 、 同 時 に 補 助 金 を 裁 量 的 に 使 用 す る こ と が 認 め

ら れ た 。  

こ の フ リ ー コ ミ ュ ー ン の 実 験 を 受 け て 、1 9 9 1 年 に 地 方 自 治 法 が

改 正 さ れ 、 コ ミ ュ ー ン は 、 政 治 お よ び 行 政 組 織 の 設 計 に 関 す る ほ

ぼ 完 全 な 自 由 を 獲 得 す る 。 そ の 基 本 的 な 考 え 方 は 、 地 方 レ ベ ル 、

地 域 レ ベ ル で 行 わ れ る こ と に 最 も 適 す る 事 務 に 、 コ ミ ュ ー ン 、 ラ

ン ス テ ィ ン グ が そ れ ぞ れ 責 任 を 持 ち 、 自 ら の 活 動 を 組 織 し 、 優 先

順 位 を つ け 、 実 施 す る 条 件 を 整 え る と い う も の で あ っ た 。  

こ の よ う に 地 方 政 府 は 、 地 方 自 治 法 改 正 に よ り 、 組 織 運 営 の 裁

7 フ リ ー コ ミ ュ ー ン の 実 験 の 具 体 的 内 容 に つ い て は 、藤 岡（ 2 0 0 1）、B a r d e r s h e m  
a n d  S t å h l b e r g ,  e d s . ( 1 9 9 4 )を 参 照 さ れ た い 。
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量 を 獲 得 す る が 、 1 9 9 0 年 代 に 入 る と 、 そ れ を 財 源 面 か ら 保 障 す る

制 度 改 正 が 実 施 さ れ て い く 。 そ こ で 、 次 に 財 政 調 整 制 度 を 含 む 財

源 配 分 の 変 化 を 見 て い こ う 。  

2 - 2  1 9 9 0 年 代 の 財 源 配 分 の 変 化  

ま ず 、 コ ミ ュ ー ン の 歳 入 構 成 の 時 系 列 的 変 化 を 図 2 - 1 に 従 っ て

確 認 し て お こ う 。 1 9 9 2 年 ま で 、 租 税 収 入 、 一 般 交 付 金 、 特 定 補 助

金 の 割 合 は 、 比 較 的 に 安 定 し て 推 移 し て お り 、 租 税 収 入 が 4 1‐

4 5％ 程 度 と 高 い 割 合 を 占 め 、次 い で 特 定 補 助 金 が 2 1‐ 2 2％ 程 度 と

な っ て い る 。 こ の 間 、 一 般 交 付 金 は 3‐ 4％ 程 度 と 非 常 に 低 い 位 置

づ け と な っ て い る 。 こ の 構 成 は 、 9 0 年 代 に 大 き く 変 化 す る こ と と

な る 。 租 税 収 入 の 割 合 は 、 8 0 年 代 末 か ら 徐 々 に そ の 割 合 を 高 め 、

9 5 年 に は お よ そ 5 7％ に 達 し 、そ の 後 若 干 の 低 下 し て い る 。こ の 変

化 は 、 補 助 金 の 動 向 と 密 接 に 関 係 し て い る 。 8 0 年 代 末 の 上 昇 は 、

料 金 収 入 お よ び そ の 他 の 項 目 の 割 合 の 低 下 に 対 応 し て い る が 、 93

年 以 降 は 特 定 補 助 金 の 割 合 の 大 幅 な 減 少 の 影 響 を 受 け て い る 。 こ

の 特 定 補 助 金 の 割 合 の 低 下 は 、9 3 年 の 改 革 に お け る 特 定 補 助 金 の

一 般 財 源 化 に よ る も の で あ る が 、 一 般 交 付 金 の 割 合 は 、 特 定 補 助

金 の 減 少 を 埋 め 合 わ せ る ほ ど の 上 昇 は し て お ら ず 、 こ れ が 租 税 収

入 の 割 合 の 増 加 に 寄 与 し て い る 。  

し か し 、9 0 年 代 後 半 に な る と 、9 6 年 に 実 施 さ れ た 補 助 金 改 革 の

結 果 、 一 般 交 付 金 の 割 合 の 上 昇 を 受 け て 、 租 税 収 入 の 割 合 が 低 下

す る こ と と な る 。 さ ら に 、 補 助 金 の 構 成 に 着 目 す れ ば 、 9 8 年 に お

い て 、 一 般 交 付 金 の 割 合 は 2 0 . 5％ 、 特 定 補 助 金 の 割 合 は 3 . 6％ と

な っ て お り 、 9 0 年 代 の 補 助 金 改 革 を 通 じ て 、 両 者 の 構 成 比 が ち ょ

う ど 逆 転 す る か た ち と な り 、 一 般 交 付 金 の コ ミ ュ ー ン の 歳 入 に 占

め る 重 要 性 が 増 し た こ と が わ か る 。  
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次 に 、 表 2 - 1 は 、 1 9 6 6 年 の 平 衡 交 付 金 制 度 の 導 入 か ら 現 在 に い

た る ス ウ ェ ー デ ン の 財 政 調 整 制 度 の 変 遷 の 概 要 を 示 し て い る 。 同

表 よ り 、 6 6 年 の 導 入 時 か ら 8 9 年 改 革 ま で は 、 課 税 力 区 分 の 増 加

と 基 礎 保 障 の 引 き 上 げ が 制 度 変 化 の 特 徴 と し て 指 摘 で き る 。 こ れ

が 、 図 2 - 1 で 確 認 さ れ た 通 り 、 9 3 年 改 革 に お い て 、 そ れ ま で の 税

平 衡 交 付 金 制 度 の 廃 止 に と も な う 新 た な 平 衡 交 付 金 制 度 の 導 入 と

特 定 補 助 金 の 一 般 財 源 化 が 実 現 さ れ 、 さ ら に 9 6 年 改 革 に お い て 、

平 衡 交 付 金 制 度 に お け る 水 平 的 財 政 調 整 制 度 お よ び 住 民 1 人 あ た

り 定 額 の 包 括 交 付 金 が 導 入 さ れ る こ と と な る （ 現 行 制 度 に つ い て

は 後 述 ）。  

表 2 - 1  財 政 調 整 制 度 の 変 遷  

図表5　コミューンの歳入構成（％）
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（注）一般交付金は、税平衡交付金（1992年以前）、国庫平衡交付金（1993-95年）、包括交付金（1996年以後）となっ

ている。

（出所）Statistiska Årsbokより作成。

実施年 改革内容

すべての地方政府部門に対する税平衡交付金制度の導入。

課税力不足に対する交付金、高税率コミューンに対する交付金、特別税平衡交付金の3要素。

3つに区分された課税力それぞれに対して最低保障レベルを設定。

高税率コミューンに対する税平衡交付金の廃止。

課税力区分が6区分（コミューン）、5区分（ランスティング）に増加。

課税力区分が12区分に増加し、103～136％までの基礎保障の割り当て。

年齢構造にもとづく基礎保障の修正。

人口減少に対する追加措置。

税平衡負担金制度（一般税平衡負担金、特別税平衡負担金）の導入。

特別税平衡負担金は課税力の高いコミューンが累進的に負担。

1989年 課税力区分が25区分に増加し、100～157％までの基礎保障の割り当て。

コミューンにおける税平衡交付金制度の廃止および国庫平衡交付金制度の導入。

新制度は、収入の平準化、構造的差異の平準化、人口減少に対する追加措置の3要素。

特定補助金の大幅な一般財源化。

平衡交付金制度における水平的財政調整の導入。

住民1人あたり定額の包括交付金の導入。

2005年 収入平準化と包括交付金の統合、構造交付金、調整交付金・納付金の導入。

（出所）SOU1991, SCB2001, Finansdepartmentet2008より筆者作成。

1996年

財政調整制度改革の概要

1966年

1974年

1980年

1986年

1993年

図 2 - 1  
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表 2 - 2 に は 、1 9 9 3 年 の 財 政 調 整 制 度 改 革 で 一 般 財 源 化 さ れ た 特

定 補 助 金 の 項 目 と そ の 金 額 が 示 さ れ て い る 。 同 表 か ら 、 コ ミ ュ ー

ン に 交 付 さ れ て い た 特 定 補 助 金 の な か で 、 と く に そ の 主 要 事 務 で

あ る 教 育 、 児 童 福 祉 、 老 人 福 祉 を 中 心 に 一 般 財 源 化 が 実 施 さ れ 、

こ れ が 図 2 - 1 で 確 認 し た 特 定 補 助 金 の 歳 入 割 合 の 低 下 を も た ら し 、

一 般 交 付 金 割 合 の 上 昇 を も た ら す こ と と な っ た 。 同 改 革 は 保 守 中

道 連 立 政 権 の も と で 実 施 さ れ 、 交 付 金 総 額 の 削 減 も 伴 っ た が 、 社

民 党 政 権 の も と で 実 施 さ れ た 9 6 年 改 革 を 経 て 、一 般 交 付 金 割 合 が

高 ま り 、 8 0 年 代 以 降 行 わ れ て き た 、 コ ミ ュ ー ン の 裁 量 の 拡 大 を 財

源 面 で 保 障 し て き た と 評 価 す る こ と が で き る 。  

項目 金額（100万SEK）
教育 30,270
児童福祉 13,961
老人福祉 6,484
道路維持 836
交通弱者対策 552
企業税廃止の代償 879
その他 793

税平衡交付金 15,646

1．小計 69,421

2．コミューンから国への負担金の廃止 24,539
3．93年改革による補助金額の削減 5,183
国庫平衡交付金総額（＝1-2-3） 39,699
（出所）室田〔2003:196〕、一部修正。

表2-2　1993年改革により廃止されたコミューンに対する
補助金と国庫平衡交付金額（1993年）

2 - 3  国 と 地 方 の 協 議 の あ り 方  

 こ こ で 、 ス ウ ェ ー デ ン に お け る 地 方 分 権 改 革 の 進 展 と 関 連 さ せ

な が ら 、 同 国 に お け る 国 と 地 方 の 協 議 の あ り 方 、 あ る い は 地 方 政

府 の 国 政 参 画 に つ い て 触 れ て お き た い 。  

（ 1 ） 地 方 政 府 連 合

国 と 地 方 の 協 議 に お い て 重 要 な 役 割 を 担 っ て い る の が 地 方 政 府

連 合 で あ る 。 コ ミ ュ ー ン と ラ ン ス テ ィ ン グ そ れ ぞ れ の 利 益 を 代 表

す る 団 体 と し て 、 ス ウ ェ ー デ ン コ ミ ュ ー ン 連 合 と ラ ン ス テ ィ ン グ

連 合 が 存 在 し た が 、 2 0 0 5 年 に 両 組 織 は 合 併 し 、 地 方 政 府 連 合

（ S v e r i g e s  K o m m u n e r  o c h  L a n d s t i n g） と な っ て い る 。 連 合 組 織 の

主 た る 存 在 意 義 は 以 下 の と お り で あ る 。  
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・  地 方 政 府 す べ て を 代 表 し 、 地 方 自 治 体 の 利 益 を 守 る こ と 。  

・  地 方 自 治 を 支 援 し 、 そ の 発 展 に 寄 与 す る こ と 。  

・  地 方 政 府 相 互 の 協 力 を 促 進 す る こ と 。  

・  地 方 政 府 の 事 業 の 発 展 と 合 理 化 を 支 援 す る こ と 。  

・  地 方 政 府 の 各 種 事 業 に つ い て 、 専 門 的 な 助 言 や 支 援 を 与 え る こ

と 。  

・  地 方 政 府 職 員 の 団 体 に 対 し て 、 雇 用 者 の 中 央 組 織 と し て の 立 場

を と る こ と 。  

具 体 的 に 、 地 方 政 府 連 合 で は 、 上 記 の 目 的 を 達 成 す る た め に 、

地 方 に 関 連 す る 各 種 の 事 柄 に つ い て 事 務 局 を お き 、専 門 家（ e x p e r t）

を 配 置 し て 、 コ ミ ュ ー ン や ラ ン ス テ ィ ン グ に 対 し て 、 助 言 を 行 っ

た り 、情 報 提 供 の た め の 専 門 誌 の 発 行 を 行 っ た り し て い る 。ま た 、

地 方 議 員 や 地 方 自 治 体 職 員 に 対 し て の 研 修 機 関 と し て の 役 割 を 果

た し て い る 。 さ ら に 、 ラ ン ス テ ィ ン グ 単 位 で 地 域 支 部 を 持 っ て お

り 、 そ の 地 域 の コ ミ ュ ー ン の 利 害 の 調 整 な ど を 行 っ て い る 。 加 え

て 、 連 合 に よ る 調 査 ・ 分 析 に 対 す る 信 頼 は 高 く 、 新 聞 や テ レ ビ に

よ る 報 道 に お い て 、 統 計 局 の み で な く 、 連 合 の 作 成 す る 統 計 デ ー

タ が 使 用 さ れ る こ と も 日 常 的 に 行 わ れ て い る 。  

連 合 の 最 高 機 関 は 協 議 会 で あ り 、 そ の 委 員 は 4 年 毎 の 地 方 選 挙

の 後 に 地 方 自 治 体 の 議 会 に よ っ て 任 命 さ れ る 。 従 っ て 、 こ の 意 味

に お い て 連 合 は 政 治 的 組 織 で あ る 。 連 合 を 運 営 す る 資 金 は 、 そ の

約 半 分 は 加 盟 自 治 体 の 会 費 に よ っ て ま か な わ れ 、 そ れ 以 外 は 、 地

方 自 治 体 な ど に 対 す る 助 言 や そ の 他 の サ ー ビ ス 提 供 の 料 金 、 研 修

や 会 議 の 参 加 費 な ど に よ っ て ま か な わ れ て い る 。  

（ 2 ） 法 案 成 立 過 程 へ の 参 画 8

 地 方 政 府 の 国 政 参 画 の あ り 方 を 整 理 す る う え で 、 ス ウ ェ ー デ ン

に お け る 政 策 決 定 過 程 を 簡 単 に 整 理 し て お こ う 。 政 府 は 、 国 会 へ

の 法 案 提 出 に 先 立 っ て 、 さ ま ざ ま な 代 替 案 を 調 査 す る 目 的 か ら 調

査 委 員 会 を 招 集 す る 。 こ の 調 査 委 員 会 は 、 1 人 も し く は 複 数 の メ

ン バ ー（ 専 門 家 、役 人 、政 治 家 な ど ）か ら 構 成 さ れ 、そ の 調 査 は 、

政 府 に よ り 前 も っ て 示 さ れ る ガ イ ド ラ イ ン に し た が っ て 行 わ れ る 。

8 ス ウ ェ ー デ ン 国 会 ホ ー ム ペ ー ジ （ h t t p : / / w w w . r i k s d a g e n . s e /） よ り 筆 者 作 成 。
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同 委 員 会 は 、調 査 終 了 後 に 委 員 会 報 告 書（ S O U）を 政 府 に 提 出 す る
9。 そ の 後 、 関 係 す る 省 庁 、 機 関 、 あ る い は 地 方 政 府 に 委 員 会 報 告

書 が 送 付 さ れ 、 意 見 聴 取 （ レ ミ ス ： R e m i s s） が 行 わ れ る 。  

 政 府 は 、 意 見 聴 取 の 結 果 、 当 該 事 案 を 却 下 し な い 場 合 は 、 法 案

を 作 成 す る 。 法 案 は 、 通 常 、 法 律 審 査 会 に 送 付 さ れ 、 法 案 の 法 的

妥 当 性 な ど に つ い て 審 査 さ れ 、 そ の 後 、 国 会 に 提 出 さ れ る 。 議 員

提 出 法 案 は 、 政 府 提 出 法 案 へ の 対 案 と し て 、 政 府 提 出 法 案 の 提 出

後 1 5 日 以 内 に 国 会 に 提 出 す る こ と が で き る 1 0。  

 国 会 に 提 出 さ れ た 法 案 は 、 そ の 法 案 を 所 管 す る 委 員 会 に 付 託 さ

れ る 。 現 在 、 1 6 の 委 員 会 が 置 か れ 、 各 委 員 会 は 1 7 名 の 議 員 で 構

成 さ れ て い る 。こ の 1 7 名 の 委 員 は 、国 会 に お け る 議 席 数 の 比 率 に

応 じ て 各 政 党 に 割 り 当 て ら れ 、小 国 会（ M i n i r i k s d a g）と し て 機 能

す る 。 委 員 は 、 ま ず 自 ら が 所 属 す る 政 党 の 国 会 議 員 全 員 か ら 構 成

さ れ る 政 党 グ ル ー プ （ 会 派 ） に お い て 議 論 し 、 意 見 調 整 を 行 っ た

後 に 、 委 員 会 に お け る 討 論 に 臨 む こ と に な る 。 ま た 、 委 員 会 審 査

の 過 程 で は 、 し ば し ば 公 聴 会 が 開 か れ 、 専 門 家 や 関 係 機 関 の 代 表

者 か ら の 意 見 聴 取 が 行 わ れ る 。 そ の 後 、 委 員 会 は 、 法 案 に 対 す る

立 場 を 決 定 し 、 本 会 議 で の 審 議 の 対 象 と な る 議 案 を 作 成 し 、 一 般

に 公 開 す る 。 そ の 際 に 、 委 員 会 の 立 場 に 反 対 す る 委 員 は 、 そ の 意

見 を 議 案 に 盛 り 込 む こ と が で き る 。  

 議 案 が 本 会 議 に 提 出 さ れ る と 、 必 要 に 応 じ て 討 論 が 行 わ れ る 。

こ こ で は 、委 員 会 に 参 加 し た 議 員 が 、そ れ ぞ れ の 意 見 陳 述 を 行 い 、

そ の 後 、 採 決 に う つ る 。 こ の 討 論 お よ び 採 決 の 結 果 は 、 議 事 録 と

し て 公 開 さ れ る 。 こ の 法 案 成 立 過 程 を 図 示 す る と 図 2 - 2 の と お り

で あ る 。  

9 こ の 調 査 作 業 が 、 １ つ の 省 内 で 行 わ れ る 場 合 は 、 D s（ D e p a r t m e n t s s e r i e n） と
い う 形 で 、 報 告 書 が 政 府 に 提 出 さ れ る 。
1 0 毎 年 9 月 に 国 会 が 召 集 さ れ る と 同 時 に 、 予 算 案 提 出 の 1 5 日 後 ま で 、 議 員 は

政 府 提 出 法 案 と 関 係 な く 、 法 案 を 国 会 に 提 出 で き る 。
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　図2‐2　スウェーデンにおける立法過程

調査委員会（Kommitté）

意見聴取（Remiss）

国会議員

　　　　　法案 対案

国会

委員会 政党グループ

（Utskott） （Partigrupp）

国会

（本会議）

政府

　　　　　　施行

　　　　　（出所）スウェーデン国会ホームページより作成（2008年2月28日閲覧）。

　　　　　　　　　　（http://riksdagen.se/templates/PageWFrame____6577.aspx）

政府

 こ れ ら の 過 程 の 中 で 、 と く に 地 方 政 府 に 関 わ る 事 項 に つ い て 、

地 方 政 府 は 調 査 委 員 会 へ の 参 画 、 レ ミ ス 制 度 を 通 じ た 意 見 表 明 、

非 公 式 な 交 渉 と い っ た ル ー ト を 使 い な が ら 、 国 政 に お い て 、 そ の

影 響 力 を 行 使 し よ う と し て い る 1 1。 そ こ で 、 次 に 1 9 9 3 年 の 財 政 調

整 制 度 改 革 を 例 に と り な が ら 、 地 方 政 府 の 国 政 参 画 の あ り 方 を 見

て み よ う 。  

（ 3 ） 地 方 政 府 の 国 政 参 画 ： 1 9 9 3 年 の 財 政 調 整 制 度 改 革

1 9 9 3 年 の 財 政 調 整 制 度 改 革 は 、 す で に 述 べ た と お り 、 地 方 自 治

法 改 正 に よ り 行 政 運 営 の 裁 量 性 が 高 ま っ た 地 方 政 府 に 対 し て 、 特

定 補 助 金 の 大 幅 な 一 般 財 源 化 お よ び 新 た な 交 付 金 制 度 の 導 入 に よ

っ て 、 そ れ を 財 源 面 か ら 保 障 す る 改 革 で あ っ た 。 そ の 具 体 的 な 制

度 変 化 は 表 2 - 3 に 示 す 通 り で あ る 。  

1 1 詳 細 に つ い て は 、 清 水 ・ 伊 集 （ 2 0 0 8） を 参 照 。
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1993年以前の制度 1993年改革後の制度

税平衡交付金制度 国庫平衡交付金制度
　①一般税平衡交付金（収入・費用の平準化） 　①収入の平準化
　　　25の課税力区分 　　　課税力区分を廃止し、全国で統一された一般保障
　　　平均課税力の100～157％の基礎保障 　　　レベルを毎年議会で決定。
　　　年齢構造・人口減少要素の加味 　　　（93年は、全国平均の125％）
　②特別税平衡交付金 　②費用の平準化
　　　課税力とは無関係に、経済的援助、過疎地の集団 　　　年齢構造、社会構造、人口密度、気候により構造
　　　輸送、山間地域への補助、自然災害に対する予防 　　　費指数を決定。
　　　的政策などの目的から交付。 　③人口減少要素
　③一般税平衡負担金 　　　5年間で2％以上の人口減少があったコミューンに
　　　平均課税力の上昇にともない増加する一般税平衡 　　　対して交付金を追加。
　　　交付金の費用を各地方政府が1人あたり課税所得
　　　に応じて比例的に負担。 特定補助金の一般財源化
　④特別税平衡負担金
　　　コミューン間の税率の格差を平準化する目的で平 交付金総額の追加的削減
　　　均課税力を超えるコミューンが累進的に負担。

（出所）SOU〔1991〕およびSCB〔2001〕より筆者作成。

表2-3　1993年改革による制度変化

こ の 制 度 改 正 へ 向 け た 調 査 委 員 会 と し て 、1 9 9 0 年 6 月 に 地 方 財

政 委 員 会 が 設 け ら れ 、 1 9 9 1 年 1 2 月 に 報 告 書 「 国 家 財 政 収 支 に お

け る 地 方 財 政 － 裁 量 の 増 大 と 新 た な 協 力 の た め の 国 庫 補 助 金 － 」

（ S O U  1 9 9 1 : 9 8） が 提 出 さ れ 、 こ の 提 案 を 基 礎 に 9 3 年 改 革 が 実 施

さ れ る こ と と な っ た 。 こ の 委 員 会 設 置 を 決 定 し た 政 府 の 調 査 委 員

会 招 集 指 令 （ K o m m i t t é d i r e k t i v  1 9 9 0 : 2 0） で は 、 財 政 状 況 の 変 化

に 対 応 し た 地 方 政 府 の 財 源 調 達 の あ り 方 、 新 た な 交 付 金 制 度 の 設

計 、 特 定 補 助 金 の 一 般 財 源 化 な ど 、 調 査 委 員 会 の 調 査 内 容 を 特 定

す る と と も に 、 そ の 調 査 を コ ミ ュ ー ン 連 合 お よ び ラ ン ス テ ィ ン グ

連 合 と の 共 同 作 業 に よ る も の と 明 記 し て あ る 。 さ ら に 、 調 査 委 員

会 の 政 策 提 言 の 具 体 的 内 容 に 関 し て は 、1 9 8 9 年 に コ ミ ュ ー ン 連 合

が 発 表 し た 報 告 書 の 内 容 を 尊 重 す べ き 旨 が 明 記 さ れ て い る 。 こ こ

で 、 ま ず 制 度 改 正 に 向 け て コ ミ ュ ー ン 連 合 が イ ニ シ ア テ ィ ブ を と

り 、 委 員 会 作 業 に 大 き な 影 響 力 を 与 え た こ と が わ か る 。  

そ こ で 、 政 策 決 定 過 程 に 大 き な 影 響 を 与 え た コ ミ ュ ー ン 連 合 の

報 告 書 の 概 要 に 触 れ て お き た い 。1 9 8 9 年 に 二 度 に わ た っ て 発 表 さ

れ た 報 告 書 （ S v e n s k a  K o m m u n f ö r b u n d e t〔 1 9 8 9 a〕〔 1 9 8 9 b〕） の 作 成

に は 、 社 民 党 5 名 、 穏 健 党 2 名 、 中 央 党 1 名 、 国 民 党 1 名 の 計 9

名 の 地 方 議 員 お よ び 地 方 議 員 経 験 者 が 参 加 し た 。  

 報 告 書 の 中 で は 、 地 方 の 財 政 状 況 や サ ー ビ ス の 供 給 に 関 す る 分
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析 が 行 わ れ た う え で 、 地 方 自 治 の 発 展 に 必 要 な 自 主 財 源 の 拡 充 が

必 要 で あ る こ と 、 全 国 的 な サ ー ビ ス ・ レ ベ ル の 向 上 に 伴 い 、 特 定

補 助 金 を 通 じ た 国 の コ ン ト ロ ー ル の 必 要 性 が 小 さ く な っ て い る こ

と 、 一 般 交 付 金 を 活 用 し 、 行 政 活 動 の 決 定 権 を コ ミ ュ ー ン に 移 譲

す べ き こ と な ど が 主 張 さ れ て い る 。 さ ら に 、 2 つ の 新 た な 交 付 金

モ デ ル を 提 示 し 、 そ の 平 準 化 効 果 に つ い て シ ミ ュ レ ー シ ョ ン を 行

い 、 具 体 的 な 政 策 提 言 を 行 っ て い る 。  

 1 9 9 1 年 に 報 告 書 を 提 出 し た 地 方 財 政 委 員 会 で は 、レ ー ン 府 長 官

（ C a r l  J o h a n  Å b e r g） が 委 員 長 を 務 め 、 1 0 名 の 国 会 議 員 が 委 員 と

し て 参 加 し た 1 2 。 同 委 員 会 に は 、 財 務 官 僚 、 学 識 者 に 加 え 、 ラ ン

ス テ ィ ン グ 議 員 が 1 名 、 秘 書 官 と し て 参 加 し た が 、 コ ミ ュ ー ン 連

合 も し く は ラ ン ス テ ィ ン グ 連 合 か ら の 参 加 は な か っ た 。  

 同 委 員 会 報 告 書 で は 、表 2 - 3 で 示 し た 制 度 改 正 の 骨 子 が 示 さ れ 、

特 定 補 助 金 の 一 般 財 源 化 、 新 た な 交 付 金 制 度 の 創 設 、 財 源 調 達 原

則 な ど 、 大 筋 に お い て 、 コ ミ ュ ー ン 連 合 報 告 書 の 方 向 性 を 踏 襲 す

る も の で あ っ た と 言 え る 。  

 地 方 財 政 委 員 会 報 告 書 が 発 表 さ れ る と 、 続 い て レ ミ ス が 実 施 さ

れ た 。 そ の 作 成 過 程 か ら も わ か る よ う に 、 同 報 告 書 は お お む ね 地

方 政 府 に 好 意 的 に 受 け 止 め ら れ た 。 し か し 、 新 た な 交 付 金 制 度 の

う ち 、 構 造 的 費 用 の 平 準 化 の 算 定 方 法 に 多 く の コ ミ ュ ー ン か ら の

批 判 が 集 中 し た 。構 造 的 費 用 の 平 準 化 に は 、年 齢 構 造 、社 会 構 造 、

人 口 密 度 、 気 候 の 4 要 素 が 加 え ら れ る こ と が 提 案 さ れ た が 、 批 判

の 内 容 は 、 実 際 の 算 定 方 法 が 複 雑 す ぎ る と い う も の で あ っ た 。 そ

こ で 、 政 府 の 取 っ た 対 応 は 、 9 3 年 か ら は 委 員 会 提 案 に よ る 制 度 を

実 施 す る と 同 時 に 、 費 用 平 準 化 の 算 定 方 法 の 変 更 に 向 け た 新 た な

調 査 委 員 会 を た だ ち に 設 け る と い う も の だ っ た 。 そ し て 、 地 方 財

政 委 員 会 が 報 告 書 を 提 出 し た の と 同 じ 9 1 年 1 2 月 に 、 コ ミ ュ ー ン

部 門 に お け る 交 付 金 お よ び 平 準 化 に 関 す る 調 査 委 員 会 が 設 置 さ れ 、

9 4 年 に 報 告 書 の 提 出 、9 6 年 に 新 た な 平 準 化 制 度 の 実 施 と な り 、9 3

年 改 革 に お け る 新 制 度 は 、 そ の 大 枠 を 残 し つ つ も 3 年 で 制 度 変 更

を み る こ と と な っ た の で あ る 1 3。  

 以 上 の よ う に 、 財 政 調 整 制 度 と い う 地 方 政 府 の 利 害 に 大 き く 関

1 2 委 員 会 作 業 の 過 程 で 、 社 民 党 か ら 保 守 中 道 連 立 に 政 権 に 変 わ り 、 委 員 の 入 れ

替 え が 行 わ れ た 。
1 3 1 9 9 3 年 お よ び 9 6 年 の 財 政 調 整 制 度 改 革 の よ り 詳 細 な 議 論 に つ い て は 、 伊 集

（ 2 0 0 6） を 参 照 。
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わ る 政 策 分 野 に お い て 、 制 度 変 更 の 骨 格 部 分 に つ い て 地 方 政 府 側

が 大 き く 議 論 を 牽 引 し て い た こ と が わ か る 。 ま た 、 そ の 他 の ル ー

ト を 用 い な が ら 、 地 方 政 府 は 政 策 形 成 過 程 に お い て 影 響 力 を 行 使

し て い る こ と が 観 察 で き る 。  

3  分 権 型 財 政 を 支 え る 財 政 調 整 制 度  

3 - 1  現 行 の 財 政 調 整 制 度  

 1 9 9 3 年 に 特 定 補 助 金 の 大 幅 な 一 般 財 源 化 を 実 施 、課 税 力 調 整 と

コ ス ト 調 整 か ら 構 成 さ れ る 新 た な 財 政 調 整 制 度 を 導 入 し て い る が 、

加 え て 1 9 9 6 年 に は 水 平 的 財 政 調 整 制 度 を 導 入 さ れ て い る 。現 行 の

財 政 調 整 制 度 は 、 2 0 0 5 年 の 制 度 改 正 よ り 実 施 さ れ て い る が 、 基 本

的 な 枠 組 み は 9 0 年 代 の 制 度 を 踏 襲 し て い る と 言 え る 。  

 現 行 の 財 政 調 整 制 度 は 以 下 の 要 素 か ら 構 成 さ れ て い る 。  

①  収 入 平 準 化 （ I n k o m s t u t j ä m n i n g）  

②  費 用 平 準 化 （ K o s t n a d s u t j ä m n i n g）  

③  構 造 交 付 金 （ S t r u k t u r b i d r a g）  

④  過 渡 的 交 付 金 （ I n f ö r a n d e b i d r a g）： 2 0 1 0 年 度 で 終 了  

⑤  調 整 交 付 金 ・ 納 付 金 （ R e g l e r i n g s b i d r a g / a v g i f t）  

 コ ミ ュ ー ン で は 5 0 0 億 ク ロ ー ナ 1 4程 度 、ラ ン ス テ ィ ン グ で は 2 0 0

億 ク ロ ー ナ 程 度 で 、 中 央 政 府 歳 出 予 算 に 占 め る 財 政 調 整 財 源 の 割

合 は お よ そ 1 割 程 度 と な っ て い る 1 5。  

（ 1 ） 収 入 平 準 化

収 入 平 準 化 に つ い て は 、 コ ミ ュ ー ン と ラ ン ス テ ィ ン グ に お い て

と も に 課 税 力 （ 住 民 1 人 あ た り 課 税 標 準 ） の 全 国 平 均 の 1 1 5 %を 保

障 す る こ と を 明 記 し て い る 。 同 時 に 、 水 平 的 調 整 を 行 っ て い る た

め 、 保 障 課 税 力 を 上 回 る 課 税 力 を も つ コ ミ ュ ー ン ・ ラ ン ス テ ィ ン

グ は 国 に 納 付 金 を 納 め る こ と に な る 。1 9 9 6 年 改 正 の 制 度 に お い て

は 、 収 入 平 準 化 と 国 庫 か ら の 包 括 交 付 金 を 分 離 し て い た が 、 2 0 0 5

年 改 正 に よ り こ れ ら を 収 入 平 準 化 の 枠 組 み に 統 一 し た 結 果 、 収 入

1 4 1 ス ウ ェ ー デ ン ・ ク ロ ー ナ は お よ そ 1 5 . 5 円 に 相 当 す る （ 2 0 1 4 年 5 月 時 点 ）。
1 5 こ の ほ か 、 L S S 費 用 （ L S S 法 〈 一 定 の 機 能 的 な 障 害 を 有 す る 人 々 の 援 助 と サ

ー ビ ス に 関 す る 法 律 〉に 関 す る 費 用 ）に つ い て は 個 別 の 枠 組 み で 平 準 化 を 行 う 制

度 を 2 0 0 4 年 に 導 入 、 2 0 億 ク ロ ー ナ 程 度 の 規 模 。 ま た 、 1 9 9 8 年 よ り 実 施 さ れ て

い る ラ ン ス テ ィ ン グ に 対 す る 医 薬 品 給 付 特 別 補 助 金 は 2 0 0 億 ク ロ ー ナ 程 度 の 規

模 が あ り 、 政 府 統 計 上 は 一 般 交 付 金 に 分 類 さ れ て い る 。
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平 準 化 の 財 源 は 主 に 国 庫 に よ る も の と な っ て い る 。  

図 3 - 1  収 入 平 準 化 の イ メ ー ジ 図  

資 料 ： 星 野 （ 2 0 0 6 ） よ り 引 用 。  

 表 3 - 1 と 表 3 - 2 は そ れ ぞ れ 収 入 平 準 化 の 計 算 方 法 と 平 準 化 レ ベ

ル （ 2 0 0 8 年 ） を 示 し て い る 。 と く に 、 表 3 - 2 が 示 す よ う に 、 全 国

例：Svedala kommun 2008

A 2008年の調整済み課税標準（SEK)：2006年所得に対する調整 3,299,754,888

B 人口、2007年11月1日時点 19,104

C 住民1人あたり調整済み課税標準（SEK）A/B 172,726

D 調整済み全国平均1人あたり課税標準（SEK） 175,415

E 当該コミューンの課税力（％）C/D 98.5

F 保障課税力（％） 115

G 当該コミューンの保障課税標準（SEK）B×D×F 3,853,797,384

H 保障ベース額（SEK）G－A 554,042,496

I レーンごとの税率（＝全国平均税率×0.95＋0.09％*） 19.70

J 当該コミューンの住民1人あたり交付額（SEK）H×I÷B÷100 5,713

K 当該コミューンに対する交付額 109,141,152

資料：Sveriges Kommuner och Landsting 2008

＊スヴェダラ・コミューンが属するスコーネ・レーンの税率上昇率を加味。I の算出において、交付団体で

は95%、納付団体では85%を算入。

表3-1　収入平準化の計算方法

課税力、％
住民1人あたり税
収、SEK

住民1人あたり収入
平準化、SEK

収入平準化を含む
住民1人あたり税
収、SEK

全国平均に対する
割合、％

団体A 82.2 29,873 11,323 41,196 113.4

団体B 90.7 32,942 8,404 41,346 113.8

団体C 101.5 36,855 4,682 41,537 114.3

団体D 105.5 38,341 3,268 41,609 114.5

団体E 120.0 43,576 -1,532 42,044 115.7

資料：Sveriges Kommuner och Landsting 2008

表3-2　2008年における平準化レベル
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平 均 を 超 え る 課 税 力 を も つ 団 体 が 納 付 金 を 納 め る 影 響 も あ り 、 平

準 化 の 効 果 が 非 常 に 高 い こ と が 理 解 で き る 。 た だ し 、 平 準 化 後 に

課 税 力 の 逆 転 は 起 き て い な い 。  

（ 2 ） 費 用 平 準 化

次 に 、 費 用 平 準 化 に つ い て 見 て み よ う 。 こ の 部 分 モ デ ル は 、 地

方 団 体 間 の 構 造 的 費 用 の 平 準 化 を 目 的 と す る も の で あ り 、 こ こ で

い う 「 構 造 的 」 と は 各 団 体 が 自 ら 影 響 を 与 え る こ と が で き な い と

い う こ と を 意 味 し て い る 。 つ ま り 、 制 度 設 計 と し て は 、 需 要 と 費

用 に つ い て 計 測 可 能 か つ 客 観 的 な 数 値 が 算 出 さ れ 、「水 平 的 に 」調

整 さ れ 、 す な わ ち 平 均 費 用 に 対 し て 納 付 と 交 付 が 行 わ れ る こ と に

な る 。 コ ミ ュ ー ン に つ い て は 9 つ の 事 務 、 ラ ン ス テ ィ ン グ に つ い

て は 3 つ の 事 務 が 費 用 平 準 化 の 対 象 と な っ て い る （ 表 3 - 3）。  

コミューン

就学前教育・学童保育 年齢、親の活動率、課税力、人口密度

基礎教育 年齢、移民子弟

中等教育 年齢、プログラム選択、居住構造

高齢者ケア
年齢、性別分布、職業背景、生活状況（既婚、独居等）、非北欧出身
者、過疎

個人・家族ケア
難民、非北欧・EU出身者、給付なし失業者、シングルマザー、低所得
者、居住密度

移民子弟 国外背景をもつ0-19歳の子供

人口変化
過去10年における2%以上の人口減少、児童数の増減、人口増に伴う
税収確保の遅延に対する補償

居住構造 暖房、道路・街路、住宅費用、過疎にともなう追加的費用

賃金構造 近隣団体における平均賃金、1世帯住居の平均価格、活動率

ランスティング

保健・医療
サービス需要団体、性別、年齢、生活状況、雇用状況、住宅類型、賃
金構造、過疎

人口変化 人口増に伴う税収確保の遅延に対する補償

賃金構造 レーンにおける民間部門賃金、医師給与

共同事務

公共交通 人口密度、通勤状況、都市化状況

資料：Sveriges Kommuner och Landsting 2008

表3-3　費用平準化に用いられる部分モデル
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表 3 - 4 に お い て 示 さ れ て い る よ う に 、 ラ ン ス テ ィ ン グ に つ い て

人 口 変 化 モ デ ル が 2 0 0 6 年 に 、コ ミ ュ ー ン と ラ ン ス テ ィ ン グ に お い

て 賃 金 構 造 モ デ ル が 2 0 0 8 年 に 追 加 さ れ て い る 。と く に 後 者 は と く

に ス ト ッ ク ホ ル ム 地 域 を 中 心 と す る 都 市 部 に お け る 賃 金 の 高 コ ス

ト 構 造 に 対 応 す る た め に 追 加 さ れ た 制 度 で あ る 。  

（ 3） そ の 他 の 要 素  

 以 上 の 収 入 平 準 化 と 費 用 平 準 化 以 外 に い く つ か の 要 素 が 組 み 込

ま れ て い る 。構 造 交 付 金 は 2 0 0 5 年 改 正 以 前 に 費 用 平 準 化 に 含 ま れ

て い た 地 域 政 策 的 要 素 が 分 離 さ れ 、 独 立 し た 要 素 と な っ て い る 。

こ れ は 、 人 口 の 少 な い 団 体 、 労 働 市 場 問 題 を 抱 え る 団 体 を 支 援 す

る こ と を 目 的 と し て お り 、2 0 0 5 年 改 正 に お け る 設 定 水 準 を 超 え て

収 入 が 減 少 す る 団 体 に 交 付 し て い る （ コ ミ ュ ー ン で は 交 付 金 の 減

少 が 当 該 団 体 の 課 税 標 準 の 0 . 5 6 %を 超 え る 団 体 、 ラ ン ス テ ィ ン グ

で は 0 . 2 8 %を 超 え る 団 体 ）。 ま た 、 平 均 的 な 課 税 力 を も つ 団 体 に お

い て は 、 住 民 1 人 あ た り 8 5 0 ク ロ ー ナ （ コ ミ ュ ー ン ）、 4 2 5 ク ロ ー

ナ （ ラ ン ス テ ィ ン グ ） が 交 付 さ れ る 。  

 次 に 、過 渡 的 交 付 金 に よ り 2 0 0 5 年 改 正 に 伴 い 交 付 金 額 が 減 少 す

る 団 体 に 対 し て 、 2 0 0 5 年 か ら 2 0 1 0 年 に か け て 激 変 緩 和 措 置 が と

ら れ た 。 年 間 の 収 入 減 が 課 税 標 準 の 0 . 0 8 %（ コ ミ ュ ー ン ）、 0 . 0 4 %

（ ラ ン ス テ ィ ン グ ） を 超 え る 場 合 に 交 付 さ れ た が 、 2 0 1 0 年 で 終 了

し て い る 。  

 最 後 に 、 調 整 交 付 金 ・ 納 付 金 は 、 収 入 平 準 化 、 費 用 平 準 化 、 構

造 交 付 金 、 過 渡 的 交 付 金 の 交 付 金 所 用 額 と 中 央 政 府 の 一 般 会 計 予

算 に お け る 一 般 交 付 金 額 と を 比 較 し 、 前 者 が 多 い 場 合 に は 調 整 納

ランスティング

交付団体 納付団体 交付団体 納付団体
移民子弟 466 25 265 保健・医療 1,399 11 10
賃金構造 685 42 248 　うち過疎地 487 13 8
人口変化 906 153 137 人口変化 0 0 0
居住構造 961 77 213 公共交通 1,356 1 20
公共交通 1,065 59 231 賃金構造 207 3 18
中等教育 1,959 245 45 .
基礎教育 3,972 205 85
就学前・学童保育 4,271 59 231
個人・家族ケア 4,292 30 260
高齢者ケア 6,503 206 84

純計 5,198 150 140 純計 1,360 6 15

資料「：Sveriges Kommuner och Landsting 2008

表3-4　費用平準化の状況、2008年

交付金額
（100万SEK）

団体数
コミューン

交付金額
（100万SEK）

団体数
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付 金 が 課 さ れ 、 後 者 が 多 い 場 合 に は 調 整 交 付 金 が 交 付 さ れ 、 い ず

れ も 住 民 1 人 あ た り 定 額 で 計 算 さ れ る 。  

 表 3 - 5 と 表 3 - 6 は そ れ ぞ れ 現 行 制 度 に お け る 交 付 金 額 の 推 移 と

交 付 金 の 配 分 状 況（ 2 0 1 0 年 ）を 示 し て い る 。2 0 0 5 年 の 制 度 改 正 に

よ り 、 従 来 の 住 民 一 人 あ た り 定 額 の 包 括 交 付 金 が 収 入 平 準 化 の 交

付 部 分 に 組 み 込 ま れ る よ う に な っ て い る こ と が 観 察 さ れ 、 費 用 平

準 化 に つ い て は 従 来 通 り 、 こ の 部 分 モ デ ル の な か で 水 平 的 調 整 を

維 持 し て い る 。 調 整 交 付 金 ・ 納 付 金 を 確 認 す る と 、 年 に よ る 変 化

が あ る が 、 財 政 調 整 の 財 源 を 地 方 政 府 の 納 付 金 に 依 存 し な が ら 調

整 し て い る と い う 状 況 は 見 ら れ な い 。  

 表 3 - 6 に よ っ て 配 分 状 況 を 見 る と 、 収 入 の 平 準 化 に お い て は 基

本 的 に ス ト ッ ク ホ ル ム 地 域 の み が 納 付 団 体 と な っ て い る こ と が 分

か る 。 一 方 で 、 同 地 域 は 、 費 用 平 準 化 モ デ ル に お い て は 交 付 団 体

と な っ て お り 、 近 年 の 賃 金 構 造 に 配 慮 し た 制 度 改 正 が 影 響 を 及 ぼ

し て い る と 考 え ら れ る 。  

コミューン （100万SEK）
年度

交付金 納付金 差額 交付金 納付金 差額
1998 8,325 -8,161 164 5,043 -5,031 11 57,506 -8 57,673
1999 8,808 -8,564 244 5,176 -5,158 17 59,971 -15 60,217
2000 9,700 -9,421 279 4,766 -4,787 -22 59,160 19 59,436
2001 10,687 -10,330 356 4,901 -4,938 -37 58,852 -4 59,167
2002 12,442 -11,929 512 5,064 -5,112 -47 58,549 -79 58,936
2003 14,083 -13,448 635 5,195 -5,243 -47 35,087 -136 35,538
2004 13,807 -13,239 568 5,250 -5,298 -48 34,042 -89 34,473
2005 45,008 -3,414 41,595 4,620 -4,650 -31 1,539 1,522 -2,000 42,626
2006 46,212 -3,229 42,983 4,703 -4,732 -29 1,533 838 -160 45,165
2007 48,139 -3,289 44,851 4,855 -4,862 -7 1,533 462 8,317 55,157
2008 51,962 -3,654 48,308 5,198 -5,208 -10 1,528 308 -4,199 45,935
2009 54,331 -4,050 50,281 5,551 -5,564 -13 1,525 192 -4,528 47,456
2010 52,817 -3,912 48,905 5,701 -5,697 4 1,523 90 2,394 52,916
2011 54,075 -3,898 50,177 6,070 -6,058 12 1,521 ‒ 9,630 61,339
2012 56,364 -4,245 52,119 6,492 -6,468 24 1,519 ‒ 4,662 58,324

ランスティング

年度
交付金 納付金 差額 交付金 納付金 差額

1997 3,120 -3,254 -134 4,891 -4,858 33 14,934 -31 14,802
1998 3,233 -3,397 -164 4,701 -4,676 24 17,399 -27 17,233
1999 3,233 -3,477 -244 3,337 -3,325 12 18,705 -12 18,461
2000 3,566 -3,843 -277 1,139 -1,144 -6 18,868 2 18,587
2001 4,010 -4,330 -320 1,264 -1,276 -12 19,253 15 18,936
2002 4,781 -5,175 -395 1,472 -1,488 -16 17,745 25 17,361
2003 5,465 -5,921 -456 1,550 -1,556 -6 8,036 14 7,588
2004 5,253 -5,687 -433 1,520 -1,530 -10 7,484 11 7,052
2005 14,933 -2,151 12,782 1,207 -1,208 -1 658 624 -1,486 12,576
2006 15,233 -1,997 13,235 1,091 -1,096 -4 657 348 -1,272 12,964
2007 15,780 -1,952 13,828 1,164 -1,165 -1 658 235 937 15,656
2008 16,947 -2,090 14,857 1,360 -1,354 6 657 174 869 16,563
2009 17,677 -2,209 15,468 1,414 -1,412 1 656 113 1,077 17,316
2010 17,187 -2,134 15,053 1,550 -1,540 10 657 53 4,060 19,833
2011 17,557 -2,114 15,443 1,609 -1,610 -1 657 ‒ 7,565 23,664
2012 25,218 -388 24,830 1,563 -1,556 7 657 ‒ -1,843 23,651

（*）1998年から2004年において過渡的調整項目を示している。

（資料）SCB資料より作成。

表3-5　交付金額の推移

交付金総額
包括交
付金

収入平準化 費用平準化 包括交
付金

構造交
付金

過渡的交
付金（*）

調整交付
金・納付金

交付金総額

収入平準化 費用平準化 構造交
付金

過渡的交
付金（*）

調整交付
金・納付金
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4  分 権 的 サ ー ビ ス 供 給 の あ り 方  

 こ こ ま で ス ウ ェ ー デ ン の 政 府 間 財 政 関 係 の 基 本 的 特 徴 や 地 方 分

権 化 の も と で の 財 源 面 で の 制 度 変 化 を 検 討 し て き た 。 そ こ で 、 次

に 地 方 政 府 に お け る サ ー ビ ス 供 給 、 具 体 的 に は 子 育 て 支 援 政 策 と

水 道 事 業 を 例 に と り 、 そ の 特 徴 お よ び 近 年 の 制 度 変 化 に つ い て 見

て い き た い 。と く に 1 9 9 0 年 代 以 降 、サ ー ビ ス の 公 的 供 給 と い う 基

コミューン 1SEK

収入平準化 費用平準化 構造交付金 過渡的交付金
調整交付金・
納付金

総額
1人あたり交
付額

ストックホルム -448 2,949 2 7 517 3,027 1,499
ウプサラ 1,841 -484 - - 85 1,442 4,345
セーデルマンランド 1,834 19 24 - 69 1,945 7,230
エステヨータランド 3,036 -187 - 1 110 2,959 6,928
ヨンショピン 2,272 -32 - 1 86 2,327 6,924
クロノベリ 1,312 -114 - - 47 1,246 6,801
カルマル 1,909 -198 3 - 60 1,774 7,594
ゴットランド 568 -97 75 - 15 560 9,793
ブレーキンイェ 1,048 -227 4 - 39 864 5,662
スコーネ 9,432 -278 153 3 315 9,626 7,819
ハーランド 1,725 -150 - - 76 1,651 5,564
ヴェストラヨータランド 8,807 -744 16 1 402 8,483 5,405
ヴァームランド 2,275 -165 21 - 70 2,202 8,058
エレブロ 1,974 78 18 1 72 2,142 7,681
ヴェストマンランド 1,445 -55 12 4 64 1,470 5,847
ダーラナ 2,027 -37 65 11 71 2,136 7,727
イェブレボリ 1,893 -54 77 14 71 2,001 7,243
ヴェステルノルランド 1,490 -49 39 5 62 1,547 6,366
イェムトランド 1,086 266 121 - 32 1,505 11,884
ヴェステルボッテン 1,908 -157 143 11 66 1,972 7,626
ノルボッテン 1,471 -278 750 30 64 2,037 8,181
全国 48,905 5 1,523 90 2,394 52,916 5,665

ランスティング 1SEK

収入平準化 費用平準化 構造交付金 過渡的交付金
調整交付金・
納付金

総額
1人あたり交
付額

ストックホルム -2,134 872 - - 877 -385 -190
ウプサラ 613 -284 - - 144 473 1,425
セーデルマンランド 650 -154 - - 117 613 2,278
エステヨータランド 1,215 -129 - - 186 1,272 2,977
ヨンショピン 867 -40 - - 146 974 2,897
クロノベリ 438 -228 42 - 80 332 1,811
カルマル 594 56 - - 102 752 3,220
ゴットランド 227 -28 82 1 25 307 5,357
ブレーキンイェ 405 -140 77 - 66 408 2,671
スコーネ 3,479 -152 - - 535 3,861 3,137
ハーランド 602 -72 - - 129 659 2,221
ヴェストラヨータランド 2,837 256 - - 682 3,775 2,405
ヴァームランド 754 -116 - - 119 757 2,771
エレブロ 753 -16 - - 121 858 3,077
ヴェストマンランド 451 -26 - - 109 534 2,124
ダーラナ 731 -97 - - 120 754 2,729
イェブレボリ 717 -24 - - 120 813 2,944
ヴェステルノルランド 422 48 - 12 106 588 2,418
イェムトランド 358 -33 124 8 55 512 4,044
ヴェステルボッテン 622 70 116 16 112 936 3,621
ノルボッテン 451 248 217 16 108 1,040 4,175
全国 15,053 10 657 53 4,060 19,833 2,123

（資料）SCB資料より作成。

北
部

表3-6　交付金の配分状況（2010年）
100万SEK

中
部

南
東
部

南
西
部

100万SEK

中
部

南
東
部

南
西
部

北
部
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本 を 維 持 し つ つ 、 サ ー ビ ス の 生 産 主 体 の 多 様 化 が 見 ら れ る よ う に

な っ て い る 状 況 に お い て 、 公 共 サ ー ビ ス の あ り 方 に 関 す る 同 国 の

議 論 の 推 移 に 着 目 し て み た い 。  

4 - 1  子 育 て 支 援 政 策  

 本 節 で は 、 保 育 サ ー ビ ス や 現 金 給 付 を 含 む 多 様 な ス ウ ェ ー デ ン

の 子 育 て 支 援 政 策 を 対 象 と し 、 そ の 制 度 形 成 や 権 限 お よ び 財 源 の

配 分 に つ い て 明 ら か す る と と も に 、 そ れ を 可 能 に し た 諸 条 件 に つ

い て 検 討 を 加 え る 。  

 分 権 的 ・ 普 遍 主 義 的 な 保 育 サ ー ビ ス を 充 実 さ せ て き た と 評 価 さ

れ る ス ウ ェ ー デ ン の 保 育 サ ー ビ ス は 、 第 二 次 世 界 大 戦 後 の 経 済 成

長 に と も な い 、 教 育 、 医 療 、 福 祉 の 他 の 公 共 サ ー ビ ス と 同 様 に 、

1 9 6 0 年 代 か ら 7 0 年 代 に か け て 飛 躍 的 に そ の 供 給 が 拡 大 さ れ て き

た 。 た だ し 、 当 時 の サ ー ビ ス 供 給 の あ り 方 は 、 今 日 の 制 度 に 見 ら

れ る よ う な 分 権 的 か つ 多 様 な サ ー ビ ス の 生 産 主 体 を 含 む も の と は

異 な り 、 地 方 政 府 を サ ー ビ ス の 供 給 主 体 と し な が ら も 、 中 央 政 府

に よ る 規 制 お よ び 財 源 補 助 に 基 づ い た 集 権 的 な 仕 組 み を 特 徴 と し

て い た 。 そ の 後 、 1 9 8 0 年 代 以 降 の 経 済 状 況 の 変 化 を 背 景 と し な が

ら 、 地 方 政 府 の 裁 量 の 拡 大 と い う 地 方 分 権 的 な 方 向 へ 舵 が 取 ら れ

る と と も に 、9 0 年 代 以 降 は 、政 権 交 代 を と も な い な が ら「 民 営 化 」

の 動 き も 加 速 す る こ と と な っ た 。 ま た 、 9 0 年 代 後 半 に は 、 保 育 政

策 の 所 管 が 社 会 省 か ら 教 育 省 へ 移 管 さ れ る こ と に よ っ て 、 保 育 政

策 が 教 育 政 策 の 一 環 と し て 位 置 づ け ら れ る こ と で 、 就 学 前 学 級 の

無 償 化 や 保 育 料 の 上 限 規 制 な ど 、 普 遍 主 義 的 な サ ー ビ ス 供 給 を 拡

大 す る 改 革 が 実 施 さ れ て い る 。  

 一 方 で 、 現 金 給 付 に よ る 子 育 て 支 援 政 策 は 、 労 働 市 場 に お け る

男 女 平 等 の 問 題 と し て も 展 開 さ れ て き た 側 面 が 強 い 。 女 性 が 個 人

と し て 決 定 権 を も ち 、 男 性 と 平 等 に 教 育 を 受 け 、 仕 事 を も ち 賃 金

を 獲 得 す る と い う 、2 人 の 稼 ぎ 手 世 帯 モ デ ル が 広 く 受 け 入 れ ら れ 、

そ れ を 実 現 す る た め の 政 策 が 取 り 組 ま れ て き た 。そ の 結 果 と し て 、

子 育 て と 仕 事 を 両 立 で き る 環 境 が 整 備 さ れ 、 未 就 学 児 を 育 て る 女

性 の 労 働 力 率 は 8 0 %と い う 、 極 め て 高 い 水 準 で 推 移 し て い る 。  
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（ 1 ） 子 育 て 支 援 政 策 の 概 要 1 6

 こ こ で は 子 育 て 支 援 政 策 に つ い て 、 基 礎 政 府 で あ る コ ミ ュ ー ン

が 供 給 の 責 任 を も つ 保 育 サ ー ビ ス を 中 心 と す る 現 物 給 付 と 、 国 お

よ び コ ミ ュ ー ン が 担 当 す る 現 金 給 付 に 大 別 し な が ら 概 要 を 整 理 す

る （ 表 4 - 1）。  

表 4 - 1  ス ウ ェ ー デ ン に お け る 子 育 て 支 援 政 策 の 概 要  

現金給付制度 経済的負担の軽減措置 保育サービス・その他

1　普遍的施策

　a　すべての子ども 両親保険、児童手当
妊産婦医療センターと乳幼
児医療センター：無料

　b　対象となる子ども

就学手当、養育扶助、子ど
も年金、障害児扶養手当、
一時看護時の両親保険、養
子手当

小児歯科、教科書、教材：
無料。小児医療、医薬品：
小児割引。給食費：一部を
除き無料。

学校教育、就学前学級、
オープン就学前学校、学校
保健・医療：無料。家族・子
育て相談：一部を除き無
料。

2　上限額設定
就学前学校、家庭保育所、
学童保育所

オープン余暇活動センター、
夏季子どもセンター

3　経済的支援

　a　所得制限あり 住宅手当、就学手当加算金

　b　必要性がある場合 社会手当（生活保護）

（出所）高橋〔2007:81〕より作成。

① 公 的 保 育 サ ー ビ ス  

 1 9 7 5 年 の 保 育 法 の 施 行 に と も な い 、 公 的 保 育 は 、 学 校 教 育 へ の

準 備 、 特 別 な ニ ー ズ の あ る 子 ど も の 統 合 、 男 女 平 等 と 社 会 的 平 等

の 実 現 が そ の 目 的 と さ れ て き た 。 近 年 で は 、 1 9 9 5 年 の 新 た な 保 育

法 の 施 行 に よ り 、 コ ミ ュ ー ン の 責 任 が 強 化 さ れ 、 就 労 あ る い は 就

学 中 の 親 を も つ 子 ど も に 対 し て 保 育 の 場 を 提 供 す る こ と が 明 確 に

さ れ た 。翌 9 6 年 7 月 に は 、そ れ ま で 社 会 省 の 所 管 で あ っ た 保 育 政

策 が 教 育 省 に 移 管 さ れ 、 就 学 前 保 育 は 就 学 前 教 育 と し て 位 置 づ け

ら れ る よ う に な り 、従 来 の 保 育 所 は す べ て 就 学 前 学 校（ f ö r s k o l a）

と 総 称 さ れ る よ う に な っ て い る （ 以 下 で は 、 保 育 所 と 表 現 す る ）。 

 ま た 、学 校 法 に 基 づ き 、す べ て の コ ミ ュ ー ン は 1 歳 か ら 1 2 歳 ま

で の 子 ど も に 対 し て 、 就 学 前 保 育 と 学 童 保 育 を 提 供 す る 義 務 を 負

っ て い る 。 近 年 で は 、 親 の 就 労 ・ 就 学 に 関 わ ら ず 、 す べ て の 子 ど

も に 公 的 保 育 を 受 け る 権 利 を 保 障 す る と い う 考 え 方 か ら 、2 0 0 1 年

以 降 、 失 業 中 あ る い は 育 児 休 業 中 の 親 を も つ 子 ど も に 対 し て 、 1

1 6 子 育 て 支 援 政 策 の 概 要 に 関 す る 以 下 の 記 述 は 、 高 橋 （ 2 0 0 7） に 負 う と こ ろ が

大 き い 。
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日 3 時 間 以 上 あ る い は 週 1 5 時 間 以 上 保 育 所 に 通 う 権 利 が 与 え ら れ

て い る 1 7 。 加 え て 、 2 0 0 3 年 1 月 よ り 一 般 保 育 制 度 （ a l l m ä n n a  

f ö r s k o l a n） と し て 、 す べ て の 4～ 5 歳 児 に 対 し て 年 間 5 2 5 時 間 、

無 償 で 保 育 所 に 通 う 権 利 が 認 め ら れ 、2 0 1 0 年 7 月 よ り 適 用 範 囲 が

3 歳 児 ま で 拡 大 さ れ て い る 。  

 そ の 他 、 現 在 整 備 さ れ て い る 保 育 施 設 に は 、 就 学 前 児 童 を 対 象

と し た 保 育 所 、 家 庭 保 育 所 、 一 時 利 用 保 育 を 目 的 と し た 公 開 保 育

所 （ ö p p e n f ö r s k o l a ） と 、 就 学 児 童 を 対 象 と し た 学 童 保 育 所

（ f r i t i d s h e m） が 整 備 さ れ て い る 。 ま た 、 1 9 9 8 年 よ り 基 礎 学 校 入

学 前 の す べ て の 6 歳 児 に 対 し て 教 育 を 提 供 す る 就 学 前 学 級

（ f ö r s k o l e k l a s s） が 導 入 さ れ て い る 。  

 表 4 - 2 は 、 年 齢 別 に み る 保 育 所 へ の 登 録 児 童 の 全 児 童 に 占 め る

割 合 の 推 移 を 示 し て い る 。1 9 9 0 年 代 半 ば に は 1～ 5 歳 児 平 均 で 5 0％

台 で あ っ た が 、 そ の 後 、 着 実 に 上 昇 し 、 2 0 0 7 年 に は 8 割 を 超 え る

値 を 示 し て い る 。 そ の な か で も 3～ 5 歳 児 に つ い て は 9 0％ を 超 え

て い る 。 一 方 で 、 0 歳 児 に つ い て は 次 に 見 る 両 親 保 険 に 基 づ い た

育 児 休 業 制 度 を 受 け 、 登 録 児 童 割 合 は ほ ぼ 0％ で 推 移 し て い る こ

と が わ か る 。 ま た 、 6 歳 児 に つ い て は 、 1 9 9 8 年 の 就 学 前 学 級 の 導

入 に と も な い 、 保 育 所 へ の 登 録 は 急 激 に 低 下 し て い る 。  

表 4 - 2  年 齢 別 に み る 登 録 児 童 の 全 児 童 に 占 め る 割 合 の 推 移 （ ％ ）  

1-5歳平均 0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 6歳 7歳
1995 52.2 0.4 30.1 50.0 55.0 60.4 62.8 32.9 0.7
1996 55.6 0.2 33.9 53.7 58.5 62.8 65.2 30.3 0.6
1997 58.7 0.2 36.2 56.9 61.3 66.2 68.2 27.6 0.6
1998 61.2 0.1 33.7 60.3 64.4 69.2 72.6 14.3 0.4
1999 63.8 0.1 35.7 63.9 68.0 72.7 74.3 3.3 0.3
2000 66.1 0.0 36.1 66.9 70.6 75.6 78.2 3.1 0.3
2001 67.8 0.1 37.7 69.5 73.3 77.9 80.2 2.4 0.3
2002 72.2 0.0 39.9 75.3 79.6 82.8 84.0 2.3 0.3
2003 75.1 0.0 40.1 78.4 82.6 87.8 88.7 2.3 0.3
2004 76.2 0.0 41.2 79.7 84.3 89.0 89.6 2.0 0.2
2005 77.3 0.0 42.0 81.4 85.3 89.8 90.7 1.8 0.2
2006 78.9 0.0 43.4 83.2 87.1 90.8 91.6 1.6 0.2
2007 80.4 0.0 46.0 85.2 88.8 92.0 92.1 1.7 0.4
2008 81.3 0.0 46.1 86.2 89.9 92.7 93.0 1.6 0.4
2009 82.1 0.0 47.0 86.5 90.6 93.8 93.8 1.6 0.4
2010 82.7 0.0 46.9 87.3 92.1 94.1 94.5 1.4 0.3

（資料）Skolverket Webページより作成。

1 7 失 業 中 の 親 を も つ 子 ど も に つ い て は 2 0 0 1 年 7 月 、 育 児 休 業 中 の 親 を も つ 子

ど も に つ い て は 2 0 0 2 年 1 月 よ り 実 施 さ れ た 。 ま た 、 2 0 0 2 年 1 月 よ り 、 家 庭 保

育 所 （ f a m i l j e d a g h e m） に お い て も 同 様 の 制 度 が 適 用 さ れ て い る 。 家 庭 保 育 所 で

は 、 保 育 士 が 自 宅 で 子 ど も を 預 か り 保 育 が 行 わ れ る 。
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 2 0 0 0 年 代 の 保 育 サ ー ビ ス 拡 充 の 動 き に 合 わ せ て 、子 ど も へ の 教

育 的 配 慮 と 家 庭 へ の 経 済 的 配 慮 の 両 面 を 目 的 と し て 、2 0 0 2 年 1 月

に は 保 育 料 の 自 己 負 担 額 の 上 限 を 設 定 す る 制 度（ m a x t a x a）が 導 入

さ れ た 。 同 制 度 で は 、 と く に 経 済 的 負 担 が 大 き い こ と が 理 由 と な

り 、 子 ど も が 保 育 所 に 通 え な い と い う 事 態 を 生 じ さ せ な い と い う

こ と に 重 点 が 置 か れ て い る 。 保 育 料 を 設 定 す る 権 限 は コ ミ ュ ー ン

に 付 与 さ れ て い る が 、 同 制 度 で は そ の 上 限 が 設 定 さ れ て い る 。 制

度 導 入 の 翌 年 で あ る 2 0 0 3 年 に は 、す べ て の コ ミ ュ ー ン に お い て 採

用 さ れ て い る 。  

表 4 - 3  保 育 料 の 上 限 設 定 制 度  

保育所
保育料率の上限 保育料の上限

子ども（1人目） 3% 1,260SEK
子ども（2人目） 2% 840SEK
子ども（3人目） 1% 420SEK
学童保育

保育料率の上限 保育料の上限
子ども（1人目） 2% 840SEK
子ども（2人目） 1% 420SEK
子ども（3人目） 1% 420SEK
（注）家計の月額総所得で示される所得の上限は現在42,000SEKである。

（出所）SCB〔2009〕

表 4 - 3 は 、 保 育 料 の 上 限 設 定 に 関 す る 現 行 制 度 に お け る 数 値 を

示 し て い る 。 コ ミ ュ ー ン が 設 定 す る 保 育 料 率 の 上 限 が 設 定 さ れ る

と 同 時 に 、 所 得 の 上 限 を 規 定 す る こ と で 保 育 料 の 上 限 が 設 定 さ れ

て い る 。 保 育 所 で 見 れ ば 、 1 人 目 の 子 ど も に 対 し て は 、 保 育 料 率

の 上 限 は 3 %で あ る が 、同 時 に 保 育 料 の 上 限 が 1 , 2 6 0 ク ロ ー ナ に 設

定 さ れ て い る 。 こ れ に よ り 、 コ ミ ュ ー ン に 生 じ る 保 育 料 の 徴 収 額

の 減 少 は 、 国 か ら の 財 源 補 助 に よ り 補 完 さ れ 、 2 0 1 1 年 に は 3 1 億

6 0 0 0 万 ク ロ ー ナ が 充 て ら れ て い る 。 同 制 度 の 導 入 と 同 時 に 、 職 員

数 の 確 保 や 職 員 の 能 力 開 発 な ど サ ー ビ ス の 質 の 向 上 を 目 的 と し た

国 庫 補 助 金 が 導 入 さ れ て お り 、2 0 1 1 年 に は 5 億 ク ロ ー ナ が 計 上 さ

れ て い る 。  
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② 現 金 給 付 制 度 お よ び そ の 他 の 経 済 的 支 援  

次 に 、現 金 給 付 制 度 に よ る 子 育 て 支 援 政 策 の 概 要 を 見 て み よ う 。

ま ず 、 育 児 に と も な う 休 業 に お け る 現 金 給 付 制 度 と し て 両 親 保 険

制 度 （ f ö r ä l d r a f ö r s ä k r i n g ） が 設 け ら れ て い る 。 両 親 休 業 法

（ f ö r ä l d r a l e d i g h e t s l a g） に 基 づ け ば 、 就 労 す る 親 に は 子 ど も が

1 歳 半 に 達 す る ま で 休 職 す る 権 利 と 、8 歳 に 達 す る ま で 、あ る い は

基 礎 学 校 1 年 生 を 終 え る ま で 、 労 働 時 間 を 所 定 労 働 時 間 の 7 5 %ま

で 短 縮 す る 権 利 が 保 障 さ れ て い る 。  

 両 親 保 険 制 度 に は 、出 産 予 定 日 の 1 0 日 前 か ら 子 ど も が 8 歳 に 達

す る ま で に 両 親 で 分 割 取 得 可 能 な 育 児 休 業 手 当 と 、 子 ど も の 出 生

後 に 父 親 の み を 対 象 と す る 父 親 手 当 、1 2 歳 未 満 の 子 ど も を も つ 親

を 対 象 と し た 一 時 看 護 手 当 、 妊 娠 手 当 が あ る 1 8。  

 こ の う ち 、 制 度 の 重 要 な 柱 と な っ て い る 育 児 休 業 手 当 は 、 給 付

期 間 が 子 ど も 1 人 に つ き 4 8 0 日 で あ り 、 そ の う ち 最 初 の 3 9 0 日 間

は 所 得 の 8 0 %が 保 障 さ れ 、残 り の 9 0 日 間 は 日 額 1 8 0 ク ロ ー ナ が 支

払 わ れ る 1 9。 ま た 、 給 付 期 間 の う ち 6 0 日 間 は そ れ ぞ れ 父 親 と 母 親

に 固 定 さ れ 、 配 偶 者 に 譲 れ な い 期 間 と な っ て い る 。 ま た 、 労 働 時

間 を 短 縮 す る 場 合 に は 手 当 を 部 分 取 得 す る こ と が 可 能 と な っ て い

る 。 育 児 休 業 手 当 の 算 出 に は 、 疾 病 給 付 の 対 象 と な る 所 得 の 9 7 %

と な る た め 、 実 質 的 に は 7 8 %程 度 の 所 得 保 障 が 行 わ れ る こ と と な

る 。 対 象 と な る 所 得 額 に は 上 限 が 設 け ら れ て お り 、 2 0 1 0 年 で は そ

の 額 は 年 間 4 2 4 , 0 0 0 ク ロ ー ナ と な っ て い る 。  

 次 に 、 両 親 保 険 制 度 と は 別 に 設 け ら れ る 現 金 給 付 を と も な う 子

育 て 支 援 政 策 を 見 て い こ う 。 児 童 手 当 （ b a r n b i d r a g） は 、 1 6 歳 ま

で の す べ て の 子 ど も に 対 し て 月 額 1 , 0 5 0 ク ロ ー ナ が 支 払 わ れ る 。

さ ら に 、 2 人 目 以 降 の 子 ど も に 対 し て は 、 多 子 加 算

（ f l e r b a r n s t i l l ä g g） が 付 加 さ れ る こ と と な る 。  

ま た 、 第 1 子 出 産 後 3 0 カ 月 以 内 に 第 2 子 を 出 産 す る と 、 第 2

子 の 育 児 休 業 中 の 育 児 休 業 手 当 額 を 第 1 子 の 際 と 同 額 受 給 で き る

1 8 父 親 手 当 は 、 子 ど も の 出 生 後 1 0 日 間 、 所 得 の 8 0 %が 保 障 す る 給 付 で あ り 、

出 産 直 後 に 親 子 全 員 で 過 ご す こ と が で き る よ う に す る こ と を 目 的 と し て い る 。ま

た 、一 時 看 護 手 当 は 、1 2 歳 未 満 の 子 ど も が 病 気 に な っ た 際 の 看 護 休 業 に 対 し て 、

子 ど も 1 人 に つ き 年 間 6 0 日 間 、所 得 の 8 0 %が 保 障 さ れ る 。さ ら に 、妊 娠 手 当 は 、

妊 婦 に と っ て 危 険 あ る い は 不 適 切 と み な さ れ る 職 務 に 就 い て い て 、職 場 で の 配 置

転 換 が 可 能 で な い 場 合 、出 産 予 定 日 の 6 0 日 前 か ら 1 1 日 前 ま で の 休 業 に 対 し て 、

所 得 の 8 0 %を 保 障 す る も の で あ る 。
1 9 無 所 得 あ る い は 低 所 得 の 場 合 に お い て も 、最 初 の 3 9 0 日 間 は 日 額 1 8 0 ク ロ ー

ナ が 保 障 さ れ る 。
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ス ピ ー ド ・ プ レ ミ ア ム 制 度 が 設 け ら れ て い る 2 0 。 こ れ は 育 児 休 業

後 に 労 働 時 間 を 短 縮 し て 職 場 復 帰 す る 女 性 が 多 い た め 、 そ の 際 の

所 得 の 低 下 に よ り 、 第 2 子 出 産 後 の 育 児 休 業 手 当 の 取 得 額 の 低 下

を 抑 え 、 第 2 子 出 産 へ の イ ン セ ン テ ィ ブ を 与 え る こ と を 目 的 と し

て い る 。  

 さ ら に 、 ス ウ ェ ー デ ン で は 住 宅 手 当 が 子 育 て 支 援 政 策 と し て 位

置 づ け ら れ る 側 面 を も つ 。 同 手 当 は 、 子 ど も を も た な い 家 庭 が 申

請 す る こ と も 可 能 で あ る が 、 手 当 額 の 決 定 に お い て 、 住 宅 費 用 、

住 宅 面 積 、 家 計 所 得 の ほ か に 、 子 ど も の 数 が 考 慮 に 入 れ ら れ る た

め 、 子 ど も を も つ 家 庭 に 対 す る 経 済 的 支 援 と し て 機 能 し て い る 。  

 最 近 で は 新 た な 子 育 て 支 援 策 と し て 、 ジ ェ ン ダ ー 平 等 ボ ー ナ ス

（ j ä m s t ä l l d h e t s b o n u s）と 呼 ば れ る 制 度 が 2 0 0 8 年 7 月 よ り 導 入 さ

れ て い る 。 同 制 度 は 、 就 業 や 育 児 休 業 に お け る 男 女 平 等 の 条 件 を

改 善 す る こ と を 目 的 と し て お り 、 育 児 休 業 手 当 を 受 け 取 る 日 数 を

父 親 と 母 親 の 間 で ど の よ う に 分 割 す る か に よ っ て 、 そ の 給 付 額 が

異 な っ て く る 。 両 者 が 同 じ 日 数 の 育 児 休 業 を 取 得 し た 場 合 に は 、

最 大 で 1 3 , 5 0 0 ク ロ ー ナ が 支 給 さ れ る こ と と な る 。  

こ の ほ か 、 2 0 0 8 年 7 月 に は コ ミ ュ ー ン が 自 ら の 判 断 に よ っ て 1

～ 3 歳 児 を 対 象 に し た 在 宅 育 児 手 当 （ v å r d n a d s b i d r a g） を 導 入 す

る 権 限 が 政 府 に よ り 付 与 さ れ た 。 同 手 当 を 導 入 す る こ と で 、 親 に

対 し て 育 児 休 暇 後 に も 自 宅 で 育 児 を 行 う 条 件 を 整 え る こ と で 選 択

の 拡 大 を 目 指 す も の と さ れ て お り 、 子 ど も 1 人 あ た り 月 額 3 , 0 0 0

ク ロ ー ナ を 上 限 と し た 手 当 が 非 課 税 で 支 給 さ れ る 。2 0 0 9 年 時 点 で

は 、 お よ そ 3 , 0 0 0 人 の 子 ど も に 対 し て 手 当 が 支 給 さ れ て い る 。 こ

の 政 策 に 対 し て は 、 女 性 を 育 児 に 縛 り 付 け る 効 果 を も つ と す る 観

点 か ら の 批 判 が 存 在 す る が 、 政 府 に お い て は 、 支 給 対 象 児 童 年 齢

が 1～ 3 歳 と 狭 い た め 、保 育 所 を 代 替 す る も の で は な く 、そ の よ う

な 効 果 は な い と の 見 方 が な さ れ て い る 2 1。  

 以 上 の よ う に 、 ス ウ ェ ー デ ン に お け る 子 育 て 支 援 政 策 の 概 要 を

保 育 サ ー ビ ス お よ び 現 金 給 付 制 度 の 焦 点 を 合 わ せ な が ら 整 理 し て

き た 。 保 育 サ ー ビ ス に つ い て は 、 そ の 所 管 が 社 会 省 か ら 教 育 省 に

移 管 さ れ た こ と で 、 就 学 前 教 育 と し て の 位 置 づ け を 明 確 に し な が

ら 、 コ ミ ュ ー ン の 責 任 に 基 づ い た 保 育 サ ー ビ ス の 供 給 が な さ れ て

2 0 1 9 8 0 年 の 導 入 時 点 で は 、第 1 子 出 産 後 2 年 以 内 と い う 期 限 で あ っ た が 、1 9 8 6
年 に 3 0 カ 月 へ と 延 長 さ れ た 。
2 1 社 会 省 に 対 す る 現 地 ヒ ア リ ン グ （ 2 0 1 0 年 1 1 月 1 日 ）。
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い る 。 ま た 、 一 般 保 育 制 度 の 導 入 に と も な う 無 償 保 育 の 拡 大 や 保

育 料 の 上 限 設 定 制 度 の 導 入 な ど 子 ど も を も つ 家 庭 の 経 済 的 制 約 を

緩 和 す る こ と で サ ー ビ ス 供 給 の 拡 大 を 意 図 し た 方 向 性 を も つ こ と

が わ か る 。 ま た 、 両 親 保 険 制 度 に 代 表 さ れ る 現 金 給 付 を と も な う

政 策 は 多 様 な 施 策 内 容 を も ち 、 両 立 支 援 、 男 女 平 等 を 推 進 す る こ

と に 非 常 に 大 き な 重 点 を 置 き な が ら 制 度 設 計 が な さ れ て い る 。 で

は 、 次 に 以 上 の よ う な 制 度 設 計 に い た る ス ウ ェ ー デ ン に お け る 子

育 て 支 援 政 策 を め ぐ る 論 点 を 、と く に 1 9 8 0 年 代 の 財 政 抑 制 期 以 降

の 動 き に 着 目 し な が ら 見 て い こ う 。  

（ 2 ） 1 9 8 0 年 代 以 降 の 保 育 サ ー ビ ス の 展 開

① 保 育 サ ー ビ ス に 対 す る 国 か ら の 統 制  

 1 9 6 0 年 代 以 降 の 福 祉 サ ー ビ ス の 拡 充 に お い て は 、地 方 政 府 の 財

源 と し て 国 か ら の 特 定 補 助 金 の 役 割 が 大 き か っ た が 、 こ れ は 保 育

サ ー ビ ス に お い て も 同 様 で あ っ た 。 1 9 7 0 年 代 に は 、 保 育 サ ー ビ ス

の 運 営 費 全 体 の 4 5 %を 国 が 負 担 し 、 コ ミ ュ ー ン も ほ ぼ 同 じ 割 合 で

負 担 し 、 親 に よ る 負 担 が お よ そ 1 0 %と な っ て い た 。 こ の 割 合 は 、

1 9 9 3 年 の 特 定 補 助 金 の 一 般 財 源 化 が 実 施 さ れ る ま で 維 持 さ れ た 。 

コ ミ ュ ー ン に 対 す る 特 定 補 助 金 の 算 出 に は 、 基 本 的 に 前 年 の 保

育 定 員 数 を も と に 行 わ れ た が 、 サ ー ビ ス の 拡 大 期 に は 、 教 育 学 の

学 位 を も つ 職 員 数 、 給 食 、 子 ど も 一 人 あ た り の 空 間 面 積 、 ク ラ ス

の 最 大 子 ど も 数 、 運 営 時 間 な ど の 基 準 を 満 た し て い る か と い う 点

も 反 映 さ れ た 。 サ ー ビ ス の 拡 大 期 に は 、 コ ミ ュ ー ン 側 が 保 育 サ ー

ビ ス を 適 切 に 運 営 す る た め の 基 礎 的 知 識 が 不 足 し て い た こ と か ら 、

サ ー ビ ス の 質 を 確 保 す る た め に 必 要 な 統 制 と さ れ た （ K o r p i

〔 2 0 0 6 : 5 3〕）。こ の よ う な 保 育 サ ー ビ ス の 運 営 に 関 す る 詳 細 な ガ イ

ド ラ イ ン は 社 会 福 祉 庁 （ S o c i a l s t y r e l s e n） に よ っ て 作 成 さ れ た 。 

し か し 、1 9 8 0 年 代 に は こ の よ う な 詳 細 な ガ イ ド ラ イ ン に 基 づ く

国 か ら の 統 制 は 緩 和 さ れ て い く こ と と な る 。 そ の 要 因 と し て は 、

以 下 の 2 点 が あ げ ら れ る 。  

第 1 に 、 保 育 サ ー ビ ス の 拡 大 に と も な い 、 保 育 所 の 設 置 に 対 す

る 社 会 福 祉 庁 の 認 可 が 追 い つ か な く な り 、 結 果 と し て 、 特 定 補 助

金 の 運 用 を 簡 素 化 す る 必 要 が 出 て き た と い う 点 で あ る 。 第 2 に 、

す で に み た よ う に 8 0 年 代 に 入 っ て か ら の 財 政 再 建 政 策 の も と 、国

か ら 地 方 へ の 財 政 移 転 を 効 率 化 す る 必 要 に 迫 ら れ た 点 で あ る 。 具
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体 的 に は 、 施 設 あ た り の 規 定 面 積 数 に 空 き ス ペ ー ス を 算 入 す る こ

と を 禁 じ る 措 置 や 、特 定 補 助 金 の 算 出 に お い て 、定 員 数 で は な く 、

実 際 の 登 録 児 童 数 に 基 づ く と い う 措 置 が 取 ら れ る こ と と な っ た 。

1 9 8 8 年 に は 、 登 録 児 童 1 5 人 ご と に 補 助 金 額 を 単 純 算 出 す る 制 度

が 導 入 さ れ 、9 0 年 代 に 入 る と 既 に み た 特 定 補 助 金 の 一 般 財 源 化 が

保 育 サ ー ビ ス に お い て も 適 用 さ れ る こ と と な り 、 結 果 と し て 、 コ

ミ ュ ー ン の 裁 量 性 が 大 き く 高 ま る こ と と な っ た 。  

1 9 9 6 年 に 保 育 サ ー ビ ス の 所 管 が 社 会 省 か ら 教 育 省 に 移 管 さ れ

た こ と を 受 け 、 現 在 、 保 育 サ ー ビ ス は 学 校 教 育 法 第 2 条 に 規 定 さ

れ 、 教 育 省 が 示 す 指 令 、 学 校 庁 が 作 成 す る カ リ キ ュ ラ ム お よ び ガ

イ ド ラ イ ン に 基 づ い て 運 営 さ れ て い る 。 そ の な か で 、 国 に よ る 基

準 の 提 示 内 容 は 極 め て 包 括 的 か つ 抽 象 的 で あ り 、人 員 配 置・面 積 ・

設 備 な ど に 踏 み 込 ん だ 詳 細 な 基 準 の 義 務 付 け は 行 わ れ て お ら ず 、

学 校 庁 の ガ イ ド ラ イ ン に よ り 、 保 育 所 の 質 に 関 す る 概 念 の 提 示

（ S K O L F S  2 0 0 5 : 1 0） と サ ー ビ ス の 質 に 関 す る 報 告 書 作 成 の 指 針 の

提 示 （ F ö r o r d n i n g  1 9 9 7 : 7 0 2） が な さ れ て い る 2 2。 こ れ に つ い て 中

央 政 府 は 、 サ ー ビ ス 水 準 が 一 定 の レ ベ ル に 達 し て い る 現 在 で は 、

国 が 詳 細 な 基 準 を 示 さ な い こ と に よ る 問 題 は 生 じ て お ら ず 、 サ ー

ビ ス の 質 に つ い て は コ ミ ュ ー ン に お け る 監 督 や 民 主 的 政 治 的 決 定

に よ り 確 保 さ れ る べ き も の と し て い る 2 3 。 そ の う え で 、 国 に よ る

保 育 サ ー ビ ス に 対 す る 監 督 は 、 定 期 的 な 検 査 の 実 施 に 限 定 さ れ て

お り 、 か つ そ れ は 直 接 に 個 々 の 事 業 主 体 に 対 す る も の で は な く 、

地 域 に お け る 保 育 サ ー ビ ス 確 保 に 努 め る コ ミ ュ ー ン を 対 象 と し て

い る 。  

保 育 サ ー ビ ス の 質 の 保 障 に お け る コ ミ ュ ー ン の 責 任 お よ び 裁 量

が 重 視 さ れ る 一 方 で 、 サ ー ビ ス に か か る 費 用 の 負 担 、 と く に 親 に

よ る 自 己 負 担 を め ぐ る 問 題 に お い て 、 近 年 で は 保 育 料 の 上 限 設 定

と い う 形 で 、 国 が 一 定 の 役 割 を 果 た し て い る 。  

1 9 9 1 年 の バ ブ ル 経 済 の 崩 壊 を 受 け た 経 済 成 長 の 停 滞 を 受 け 、同

年 に 誕 生 し た 穏 健 党 を 中 心 と す る 保 守 中 道 連 立 政 権 は 財 政 支 出 の

2 2 保 育 所 の 質 に 関 す る ガ イ ド ラ イ ン で は 、 教 育 法 お よ び 地 方 自 治 法 に 基 づ い た

コ ミ ュ ー ン や 地 方 議 会 へ の 責 任 配 分 を 踏 ま え 、具 体 的 な 保 育 所 運 営 に 関 わ る 責 任

配 分 の 明 確 化 や 計 画 ・ 実 施 ・ 評 価 体 制 の 構 築 の ほ か 、 児 童 の 年 齢 ・ 性 別 、 特 別 支

援 の 必 要 性 、ス ウ ェ ー デ ン 語 以 外 の 母 国 語 を も つ 児 童 の 割 合 、職 員 の 能 力 、保 育

施 設 や 外 部 環 境 の 状 況 な ど の 項 目 に つ い て コ ミ ュ ー ン が 継 続 的 に 把 握 す る こ と

を 要 求 し て い る 。そ の う え で 、コ ミ ュ ー ン お よ び 公 立 保 育 所 に 対 し て 、サ ー ビ ス

の 質 に 関 す る 項 目 に つ い て 継 続 的 な 情 報 開 示 を 求 め て い る 。
2 3 教 育 省 に 対 す る 現 地 ヒ ア リ ン グ （ 2 0 1 0 年 1 1 月 1 日 ）。
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抑 制 に よ る 財 政 再 建 策 に 取 り 組 み 、 社 会 保 険 制 度 に お け る 所 得 保

障 率 や 各 種 の 社 会 支 出 の 抑 制 を 図 る と と も に 、 地 方 へ の 財 政 移 転

の 縮 小 に も 踏 み 込 む こ と と な っ た 。 コ ミ ュ ー ン に お い て は 、 経 済

危 機 に よ る 税 収 の 減 少 に 加 え 、 国 か ら の 交 付 金 が 減 額 さ れ た こ と

で 、 予 算 の 削 減 を 余 儀 な く さ れ 、 保 育 サ ー ビ ス に お い て も 保 育 士

の 解 雇 に よ る コ ス ト 削 減 が 行 わ れ た 。 同 時 に 、 一 定 程 度 の 予 算 を

確 保 す る 必 要 か ら 親 が 負 担 す る 保 育 料 の 引 き 上 げ が 実 施 さ れ る こ

と と な り 、 そ れ ま で 運 営 費 の 1 0 %程 度 で 推 移 し て い た 親 の 負 担 割

合 が 9 0 年 代 に 倍 増 す る と と も に 、コ ミ ュ ー ン 間 の 保 育 料 の 格 差 が

顕 著 に み ら れ る よ う に な っ た 。 そ の た め 、 法 律 に 規 定 さ れ る 「 合

理 的 な 保 育 料 」 が 維 持 で き な く な る 状 況 が 見 ら れ る よ う に な っ た

の で あ る 2 4。  

 こ の よ う な 保 育 料 の 高 騰 、 地 域 間 格 差 の 発 生 を 受 け 、 9 0 年 代 後

半 に は そ の 対 応 策 が 議 論 さ れ る こ と と な り 、 す で に 紹 介 し た 保 育

料 の 上 限 設 定 制 度 （ m a x t a x a） が 2 0 0 2 年 よ り 導 入 さ れ る に い た っ

た 。 表 4 - 4 が 示 す よ う に 、 制 度 が 導 入 さ れ る 前 後 で の 保 育 料 を 比

較 す る と 、 コ ミ ュ ー ン の 平 均 額 と コ ミ ュ ー ン 間 の 保 育 料 格 差 が 大

き く 改 善 さ れ て い る こ と が わ か る 。 ま た 、 運 営 費 に 占 め る 親 の 負

担 割 合 は 1 6％（ 1 9 9 9 年 ）か ら 8％（ 2 0 0 4 年 ）へ と 大 き く 減 少 し て

い る 2 5 。 現 行 制 度 に お い て は 、 保 育 サ ー ビ ス の 供 給 に お け る コ ミ

ュ ー ン の 自 主 性 が 尊 重 さ れ る 一 方 で 、 保 育 に か か る 親 の 負 担 を 全

国 的 な 観 点 か ら 調 整 す る 責 任 を 国 が 負 う と い う 関 係 と な っ て い る 。 

表 4 - 4  月 額 固 定 保 育 料  

タイプA タイプB
1999年
　平均額 1,097SEK 2,877SEK
　最も高いコミューン 2,628SEK 4,282SEK
　最も低いコミューン 0SEK 0SEK
2004年
　平均額 493SEK 2,033SEK
　最も高いコミューン 594SEK 2,195SEK
　最も低いコミューン 304SEK 1,155SEK
（注）タイプA：3歳の子ども1人。週46時間保育。一人親、フルタイム就労、低所得。

　　　タイプB：1歳と3歳の子ども。週33時間保育。事実婚、フルタイム就労、中所得。

（資料）Korpi〔2006〕より作成。

2 4 加 え て 、 全 体 の 半 数 近 く の コ ミ ュ ー ン で 、 親 が 失 業 し た 場 合 、 そ の 子 ど も が

保 育 所 に 在 籍 で き な い と い う 規 則 が 導 入 さ れ た 。
2 5 S k o l v e r k e t ウ ェ ブ ペ ー ジ 資 料 に 基 づ く 。
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② 保 育 サ ー ビ ス を め ぐ る 民 営 化 の 動 向  

 保 育 所 の 運 営 は 、 戦 前 に は 民 間 の イ ニ シ ア テ ィ ブ に よ る も の が

多 く 、1 9 4 1 年 時 点 で コ ミ ュ ー ン に よ り 運 営 さ れ る 保 育 所 の 割 合 は

全 体 の 7 %に 過 ぎ な か っ た 。 し か し 、 戦 後 、 と く に 1 9 6 0 年 代 以 降

の サ ー ビ ス の 拡 大 を 受 け 、 1 9 7 0 年 に は 全 体 の 9 6 %が 公 立 保 育 所 と

な っ て い た 。  

 保 育 所 の 民 営 化 を め ぐ る 議 論 は 、1 9 8 0 年 代 に な り 保 守 ブ ロ ッ ク

に よ っ て 展 開 さ れ 、 民 間 企 業 に よ る 運 営 に よ り 、 低 コ ス ト で 質 の

高 い サ ー ビ ス 供 給 が 可 能 と な る と 主 張 さ れ た 。 電 機 メ ー カ ー 大 手

の エ レ ク ト ロ ラ ッ ク ス 社 が 保 育 事 業 を 展 開 す る ピ ュ ス リ ン ゲ ン 株

式 会 社 を 設 立 し た こ と を 契 機 に 、議 論 が 本 格 化 す る こ と と な っ た 。

社 民 党 は 、 保 育 の 市 場 化 に よ り 保 育 料 の 格 差 と そ れ に と も な う 質

の 格 差 が 生 じ る こ と を 懸 念 し 、 民 営 化 に 反 対 す る 姿 勢 を と っ て い

た 。 た だ し 、 社 民 党 の 右 派 の な か に は 、 一 定 の 枠 内 で 民 間 企 業 の

保 育 事 業 へ の 算 入 を 認 め る べ き だ と の 意 見 も 見 ら れ た 。  

し か し 、全 体 と し て 、社 民 党 政 権 は 民 営 化 反 対 の 立 場 か ら 、1 9 8 3

年 に 営 利 目 的 で 設 置 さ れ た 保 育 所 を 国 庫 補 助 金 の 支 給 対 象 か ら 除

外 す る 法 律 （ 通 称 ： ピ ュ ス リ ン ゲ ン 法 ） を 成 立 さ せ る こ と で 、 私

立 保 育 所 に 対 す る 様 々 な 規 制 を 設 け た 。 具 体 的 に は 、 補 助 金 の 支

給 対 象 は 、 親 協 同 組 合 や 非 営 利 組 織 な ど 営 利 を 目 的 と し な い 団 体

に 限 り 、 さ ら に 、 コ ミ ュ ー ン の 認 可 を 受 け る こ と 、 コ ミ ュ ー ン の

保 育 計 画 に 沿 う こ と 、 保 育 料 が 公 立 保 育 所 よ り 高 く な い こ と 、 公

立 保 育 所 の 順 番 待 ち を し て い る 子 ど も を 入 所 さ せ る こ と な ど の 条

件 が 課 さ れ る こ と と な っ た 。  

 そ の 後 、 1 9 9 1 年 に 保 守 中 道 連 立 政 権 が 誕 生 す る と 、 ピ ュ ス リ ン

ゲ ン 法 が 廃 止 さ れ 、 営 利 企 業 で あ っ て も 保 育 事 業 に 参 入 す る こ と

が 可 能 と な っ た 。 さ ら に 、 保 育 拡 大 適 正 化 法 案 を 提 出 し 、 1 9 9 5 年

か ら の 実 施 を 決 定 し た 。 同 法 に は 、 コ ミ ュ ー ン は 私 立 の 保 育 所 お

よ び 学 童 保 育 所 に 対 し て 、 公 立 保 育 所 と 同 額 の 助 成 金 を 支 給 す る

こ と 、 認 可 基 準 は 、 施 設 長 の 適 任 性 と 施 設 の 適 切 さ の 2 点 の み で

判 断 さ れ 、 加 え て 、 保 育 料 は 適 切 な 理 由 が あ る 場 合 を 除 い て コ ミ

ュ ー ン の 基 準 を 上 回 っ て は な ら な い と さ れ た 。 こ れ に よ り 、 保 育

事 業 の 自 由 化 が 決 定 さ れ る こ と と な っ た 。  

 1 9 9 4 年 に 政 権 に 復 帰 し た 社 民 党 は こ の 法 律 を 廃 止 し た が 、ピ ュ

ス リ ン ゲ ン 法 を 復 活 さ せ な か っ た た め 、 現 行 制 度 で は 、 質 や 安 定
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性 の 基 準 が 満 た さ れ れ ば 、 あ ら ゆ る 団 体 が 保 育 所 お よ び 学 童 保 育

所 を 設 置 で き る こ と と な っ て い る 。 ま た 私 立 保 育 所 の 認 可 責 任 は

コ ミ ュ ー ン が も ち 、 公 立 と 同 様 の 助 成 金 の 額 が 設 定 さ れ て い る 。  

 こ れ を 受 け て 、1 9 9 0 年 代 に は 私 立 保 育 所 の 拡 大 が 見 ら れ る こ と

と な っ た 。 表 4 - 5 は 公 立 お よ び 私 立 の 保 育 所 に 関 す る 諸 指 標 の 近

年 の 推 移 を 示 し て い る 。 私 立 保 育 所 に 登 録 す る 児 童 の 数 は 増 加 傾

向 に あ り 、そ の 割 合 は 1 9 9 4 年 に は 全 体 の 1 1 . 6％ で あ っ た が 、2 0 1 0

年 に は 1 9 . 1％ ま で 増 加 し て い る 。私 立 保 育 所 の な か で も 従 来 は 親

協 同 組 合 や 他 の N P O 団 体 に よ る 運 営 が 多 く 見 ら れ た が 、最 近 で は 、

株 式 会 社 形 態 の 保 育 所 へ の 登 録 児 童 の 割 合 も 高 ま り つ つ あ る 。 実

際 、2 0 0 0 年 に お い て 私 立 保 育 所 へ の 登 録 児 童 の 割 合 は 1 5 . 5％ と な

っ て い る が 、 そ の う ち 、 親 協 同 組 合 の 割 合 は 6 . 7％ 、 株 式 会 社 の

割 合 は 3 . 9％ と な っ て い た 。 こ れ が 2 0 1 0 年 に は 、 親 協 同 組 合 の 割

合 が 4 . 6％ に 低 下 し 、株 式 会 社 の 割 合 が 8 . 4％ ま で 高 ま っ て い る 2 6。

そ の 一 方 で 、 コ ミ ュ ー ン に お い て は 、 サ ー ビ ス 生 産 者 の 多 様 性 を

意 識 的 に 追 求 す る と 同 時 に 、 公 立 、 私 立 の イ コ ー ル フ ッ テ ィ ン グ

が 重 視 さ れ て お り 、 具 体 的 に は 年 齢 別 児 童 数 に 応 じ た 運 営 費 補 助

が 定 額 で 給 付 さ れ る と と も に 、 公 立 事 業 者 に 対 す る 付 加 価 値 税 の

課 税 免 除 に つ い て イ コ ー ル フ ッ テ ィ ン グ を 確 保 す る た め 、 民 間 事

業 者 に 対 す る 付 加 価 値 税 負 担 分 の 補 助 金 が 交 付 さ れ て い る 2 7 。 表

4 - 5 の 保 育 所 の グ ル ー プ サ イ ズ と 職 員 1 人 あ た り の 児 童 数 の 推 移

に 目 を 向 け る と 、 上 述 し た よ う に 、 1 9 9 0 年 代 前 半 の 財 政 悪 化 を 受

け て 、両 指 標 と も 9 0 年 代 後 半 に か け て 数 値 が 悪 化 し て い る こ と が

読 み と れ る 。 2 0 0 0 年 代 に 入 る と 、 一 般 保 育 制 度 の 導 入 に と も な う

登 録 児 童 数 の 増 加 も あ り 、2 0 0 0 年 代 初 頭 の ピ ー ク を 過 ぎ た あ た り

で 安 定 し て い る よ う に 観 察 さ れ る 。 そ の な か で 、 両 指 標 の 公 立 ・

私 立 の 数 値 に 着 目 す る と 、 年 度 ご と の 変 化 は あ り つ つ も 、 両 者 の

間 に 大 き な 相 違 は 見 出 せ な い と 言 え る だ ろ う 。  

2 6 S k o l v e r k e t ウ ェ ブ ペ ー ジ 資 料 に 基 づ く 。
2 7 N a c k a  K o m m u n に お け る 現 地 ヒ ア リ ン グ （ 2 0 1 1 年 1 1 月 2 日 ） に 基 づ く 。
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表 4 - 5  保 育 サ ー ビ ス 関 連 指 標 の 推 移  

公立 私立 公立 私立 公立 私立
1990           -           -           - 14.4           -           - 4.4           -           -
1992           -           -           - 15.7           -           - 4.8           -           -
1994 337,622 88.4% 11.6% 16.5           -           - 5.2           -           -
1996 365,828 87.5% 12.5% 16.9           -           - 5.5 5.4 5.8
1998 337,935 86.7% 13.3% 16.5           -           - 5.7 5.6 5.7
2000 314,894 84.5% 15.5%           -           -           - 5.4 5.4 5.5
2002 333,646 83.3% 16.7% 17.4           -           - 5.3 5.3 5.5
2004 364,045 83.3% 16.7% 17.2           -           - 5.4 5.4 5.4
2006 396,231 83.1% 16.9% 16.7 16.7 16.8 5.1 5.1 5.2
2008 432,586 82.0% 18.0% 16.9 16.8 17.3 5.3 5.2 5.4
2010 457,996 80.9% 19.1% 16.9 17.0 16.2 5.4 5.4 5.2

（注）年間1980時間勤務を職員1人として計算している。

（資料）Skolverketウェブページ資料およびSveriges Kommuner och Landsting 2011より作成。

職員1人あたり児童数（注）グループ・サイズ（人数）登録児童数

こ の よ う に 、 ス ウ ェ ー デ ン で は ､ 1 9 9 4 年 よ り 入 所 す る 保 育 所 の

選 択 が 可 能 と な っ た こ と も 合 わ せ ､親 の 選 択 に 基 づ く 競 争 を 活 用

す る こ と で サ ー ビ ス の 質 を 確 保 す る こ と が 目 指 さ れ て い る と 言 え

る 2 8。  

（ 3 ） 小 括

 比 較 福 祉 国 家 論 に お い て 、 普 遍 主 義 モ デ ル あ る い は 社 会 民 主 主

義 モ デ ル と 位 置 づ け ら れ る 同 国 の 子 育 て 支 援 政 策 は 、1 9 6 0 年 代 以

降 の 福 祉 サ ー ビ ス の 拡 大 期 に お い て 、 他 の 政 策 と 同 様 に 制 度 の 充

実 化 が 図 ら れ て い っ た 。 と く に 、 両 親 保 険 を 中 心 と す る 現 金 給 付

制 度 は 、 こ の 時 期 の 経 済 成 長 を 背 景 と し た 労 働 力 不 足 を 背 景 に 、

女 性 の 労 働 市 場 へ の 参 加 を 促 進 す る た め の 政 策 体 系 が 早 い 段 階 か

ら 構 築 さ れ 、 さ ら に 男 女 平 等 を 推 進 す る 視 点 か ら の 制 度 の 改 正 が

行 わ れ て い る こ と が わ か る 。  

 さ ら に 、 子 育 て 支 援 を 現 物 給 付 の 面 か ら 支 え る 保 育 サ ー ビ ス に

つ い て も サ ー ビ ス 拡 大 期 に お い て 、 コ ミ ュ ー ン を 運 営 主 体 と す る

保 育 所 の 拡 充 が 目 指 さ れ て き た 。た だ し 、当 初 の 制 度 に お い て は 、

サ ー ビ ス の 質 の 保 障 と い う 観 点 か ら 、 国 に よ る 詳 細 な 義 務 づ け を

と も な う も の で あ り 、 財 源 と し て も 国 か ら の 特 定 補 助 金 が 重 要 な

役 割 を 担 っ て い た 。 し か し 、 1 9 8 0 年 代 以 降 の 財 政 再 建 期 に は 、 一

定 の 質 の 達 成 を 前 提 に し な が ら 、 サ ー ビ ス 運 営 の 効 率 化 が 目 指 さ

れ る こ と と な り 、 地 方 分 権 改 革 の 流 れ の な か で 、 特 定 補 助 金 の 廃

2 8 た だ し 、 実 態 に お い て 「 競 争 」 を 通 じ た サ ー ビ ス の 質 の 向 上 と い う メ カ ニ ズ

ム が 機 能 し て い る と は 言 え な い 状 況 で あ る と い う （ N a c k a  K o m m u n お よ び

M o r n l y c k e  K o m m u n に お け る 現 地 ヒ ア リ ン グ （ 2 0 1 1 年 1 1 月 5 日 ） に 基 づ く ）。
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止 や 国 に よ る 義 務 づ け の 緩 和 と い う 形 で 、 コ ミ ュ ー ン の 事 業 に お

け る 裁 量 が 拡 大 さ れ る こ と と な っ た 。た だ し 、1 9 9 0 年 代 に 入 る と 、

深 刻 な 経 済 停 滞 の も と 税 収 の 伸 び 悩 み や 国 か ら 地 方 へ の 財 政 移 転

の 縮 小 を 受 け 、 職 員 の 減 少 に と も な う サ ー ビ ス の 低 下 、 自 己 負 担

の 増 加 や 料 金 の 地 域 間 格 差 な ど の 問 題 が 噴 出 す る こ と と な っ た 。  

こ れ ら の 課 題 は 、1 9 9 0 年 代 後 半 の 保 育 サ ー ビ ス の 教 育 省 へ の 移

管 や 就 学 前 学 級 の 導 入 を 経 な が ら 、 2 0 0 0 年 代 に 入 っ て 、 一 般 保 育

制 度 と 保 育 料 の 上 限 設 定 制 度 の 導 入 と そ れ に と も な う 国 庫 補 助 金

制 度 の 活 用 と い う 方 向 で 解 決 が 目 指 さ れ る こ と と な っ た 。 こ れ に

よ り 、 一 定 の 職 員 数 を 確 保 し な が ら 登 録 児 童 数 を 増 加 さ せ る 一 方

で 、自 己 負 担 割 合 の 低 下 と 地 域 間 格 差 の 是 正 に 向 か う こ と と な る 。

た だ し 、1 9 8 0 年 代 以 降 の 地 方 分 権 の 流 れ の な か で 保 育 サ ー ビ ス 運

営 に 対 す る 裁 量 を コ ミ ュ ー ン が 獲 得 し な が ら も 、2 0 0 0 年 代 の 制 度

改 正 を 経 て 、 サ ー ビ ス の 質 の 保 障 に つ い て 国 庫 財 源 に 依 存 す る 割

合 が 高 ま っ た こ と も 事 実 で あ ろ う 。 こ れ ら の 財 源 自 体 は 全 体 の 費

用 に お い て は 限 界 的 な も の に と ど ま っ て い る が 、 今 後 の 議 論 の 推

移 が 注 目 さ れ る と こ ろ で あ る 。  

 さ ら に 、 1 9 9 0 年 代 以 降 の 経 済 危 機 や 政 権 交 代 を 経 験 し な が ら 、

サ ー ビ ス 生 産 の あ り 方 は 多 様 性 を 増 し て い る 。8 0 年 代 以 降 の 民 営

化 議 論 を 経 て 、現 在 で は 民 間 事 業 者 の 参 入 が 自 由 化 さ れ て い る が 、

こ れ は 保 育 サ ー ビ ス に お け る 公 的 責 任 の 縮 小 で は な く 、 公 立 ・ 私

立 の 財 源 面 あ る い は 価 格 面 で の イ コ ー ル フ ッ テ ィ ン グ を 重 視 し な

が ら 、 選 択 の 拡 大 を と も な う サ ー ビ ス の 質 の 向 上 に つ な げ る こ と

が 意 図 さ れ て お り 、 従 来 の 普 遍 的 サ ー ビ ス を 強 化 す る 方 向 で 制 度

運 営 が 行 わ れ て い る と 言 え る 。  

4 - 2  水 道 事 業  

（ 1 ） 水 道 事 業 の 仕 組 み

ス ウ ェ ー デ ン の 水 道 事 業 は 、 法 律 に よ っ て 保 障 さ れ た 地 方 自 治

制 度 を も と に 、 コ ミ ュ ー ン 直 営 に よ る サ ー ビ ス 供 給 が 伝 統 的 に 発

展 し て き た 。と く に 、1 9 6 5 年 か ら 7 5 年 に か け た 短 期 間 に お い て 、

投 資 費 用 の 5 0％ ま で を 中 央 政 府 が 補 助 す る と い う 財 政 支 援 に 基

づ き な が ら 、 水 道 関 連 施 設 の 建 設 が 進 め ら れ て き た 結 果 、 国 際 的

に み て も 水 準 の 高 い 設 備 が 整 え ら れ て い っ た（ G u s t a f s s o n  2 0 0 2）。

現 在 で は 、 2 0 0 0 を 超 え る 上 水 道 関 連 施 設 が 存 在 し 、 人 口 に 対 す る
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普 及 率 は 9 割 程 度 に 達 し て い る 。  

水 道 事 業 の 根 拠 法 と し て は 、 水 道 サ ー ビ ス の 責 任 の 所 在 や そ の

質 の 保 障 、 環 境 へ の 負 荷 に つ い て 、 現 在 、 公 共 上 下 水 道 法 、 環 境

法 、 食 糧 法 、 地 方 自 治 法 と い う 4 つ の 法 律 が 存 在 し て い る 。 1 9 7 0

年 か ら 施 行 さ れ て い る 公 共 上 下 水 道 法 で は 、 上 水 道 ・ 下 水 道 事 業

の 責 任 主 体 が コ ミ ュ ー ン で あ る こ と が 規 定 さ れ て お り 、 適 切 な 公

共 水 道 の 維 持 ・ 管 理 と 、 住 民 の 健 康 を 保 護 す る こ と が そ の 骨 子 と

な っ て い る 。 同 法 に 加 え 、 食 糧 法 は 、 飲 料 水 が 「 食 糧 」 と し て 扱

わ れ る べ き こ と を 規 定 し 、 そ の 他 の 食 糧 品 と 同 様 の 基 準 の 飲 料 水

が 生 産 さ れ な け れ ば な ら な い こ と を 要 請 し て お り 、 公 共 上 下 水 道

法 を 補 完 す る 役 割 を も っ て い る 。 さ ら に 、 環 境 法 に よ っ て 一 定 の

基 準 を 設 け 、 上 水 ・ 下 水 処 理 の 過 程 で 引 き 起 こ さ れ る 環 境 へ の 負

荷 を 最 小 限 に 抑 え な け れ ば な ら な い こ と が 規 定 さ れ て い る 。 加 え

て 、 地 方 自 治 法 で は 、 次 節 で 述 べ る と お り 、 地 方 議 会 に 事 業 運 営

形 態 の 選 択 に 関 す る 決 定 権 が 付 与 さ れ て い る 。  

公 共 上 下 水 道 法 は 、 水 道 事 業 に 関 わ る 公 的 責 任 に つ い て 非 常 に

明 確 な 規 定 を 設 け て い る 。 上 述 の と お り 、 住 民 の 健 康 保 護 に 対 す

る 第 一 義 的 責 任 は コ ミ ュ ー ン に 配 分 さ れ て い る が（ 第 1 条 ）、水 道

事 業 が コ ミ ュ ー ン 以 外 の 主 体 に よ っ て 運 営 さ れ る 際 に は 、 そ の 新

た な 事 業 主 体 は 国 の 地 方 監 督 機 関 に 相 当 す る レ ー ン に よ っ て 認 可

を 受 け 、 公 共 サ ー ビ ス と し て 水 道 事 業 を 運 営 す る こ と が 要 請 さ れ

る （ 第 3 1 条 ）。 こ の 場 合 、 コ ミ ュ ー ン は 当 該 事 業 に 対 す る 監 査 人

を 任 命 し 、 監 査 人 に よ る 事 業 に つ い て の 監 査 報 告 が 行 わ れ る （ 第

3 2 条 ）。 ま た 、 健 康 保 護 基 準 に 照 ら し て 既 存 の 水 道 施 設 に 改 善 が

求 め ら れ る 場 合 に は 、 コ ミ ュ ー ン の 責 任 に お い て 必 要 な 措 置 が 速

や か に 講 じ ら れ な け れ ば な ら ず 、 レ ー ン に は 罰 則 を 含 む 監 督 権 限

が 付 与 さ れ て い る （ 第 2 条 ）。  

次 に 、 事 業 経 営 の 側 面 に 目 を 向 け て み よ う 。 水 道 事 業 で は 接 続 料

金 と 利 用 料 金 の み に よ る 独 立 採 算 制 が 採 用 さ れ 、 同 時 に 非 営 利 ベ

ー ス で 運 営 さ れ な く て は な ら な い （ 第 2 4～ 2 7 条 ）。 現 状 の 経 営 状

況 を 見 る と 、料 金 収 入 に よ り 運 営 費 と 資 本 費 用 の 9 9％ が カ バ ー さ

れ て お り 、 事 業 運 営 の 持 続 性 が 極 め て 高 い 水 準 で 保 障 さ れ て い る
2 9。  

以 上 の よ う に 、 ス ウ ェ ー デ ン の 水 道 事 業 は 住 民 の 健 康 保 護 を 最

2 9 T h e  S w e d i s h  W a t e r  &  W a s t e w a t e r  A s s o c i a t i o n  ” F a c t s  o n  W a t e r  S u p p l y  a n d  
S a n i t a t i o n  i n  S w e d e n , ”  2 0 0 2 ,  p . 1 9 .  
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優 先 す る と い う 明 確 な 目 的 を も ち つ つ 、 事 業 の 継 続 性 を 維 持 し な

が ら 相 対 的 に 安 価 な サ ー ビ ス を 提 供 す る こ と に 成 功 し て き た と 評

価 で き る 。 た だ し 、 歴 史 的 に コ ミ ュ ー ン に よ る 直 営 を 原 則 と し て

発 展 し て き た ス ウ ェ ー デ ン の 水 道 事 業 に お い て も 、1 9 8 0 年 代 に 入

る と 、 民 間 的 経 営 手 法 を 取 り 入 れ た サ ー ビ ス の 合 理 化 を 進 め よ う

と す る 動 き が 見 ら れ る よ う に な る 。 現 在 、 全 コ ミ ュ ー ン の 8 5％ が

従 来 の 直 営 方 式 を 採 用 し て い る 一 方 で 、全 体 の 1 3％ に 相 当 す る ３

９ の コ ミ ュ ー ン に お い て 、 地 方 政 府 所 有 企 業 に よ る 事 業 運 営 が 行

わ れ て い る 。そ こ で 次 に 、事 業 運 営 形 態 と し て 1 9 8 0 年 代 か ら 見 ら

れ る よ う に な っ た 地 方 政 府 所 有 企 業 に つ い て 分 析 を 行 っ て い く 。  

（ 2 ） 地 方 政 府 所 有 企 業 に よ る 事 業 運 営

地 方 自 治 法 第 3 章 第 1 6 条 に よ り 、コ ミ ュ ー ン 及 び ラ ン ス テ ィ ン

グ は 、 議 会 の 決 定 に よ り 、 地 方 政 府 の 事 業 の 経 営 権 を 、 当 該 事 業

の 経 営 に つ い て 特 別 な 手 続 き が 定 め ら れ て い な い 場 合 に は 、 株 式

会 社 、 財 団 、 非 営 利 団 体 、 基 金 又 は 個 人 に 委 任 す る こ と が で き る

と 定 め て い る 。 こ の う ち 、 株 式 な ど の 所 有 を 通 じ て 、 地 方 政 府 が

そ の 意 思 決 定 権 を 持 っ て い る 企 業 を 地 方 政 府 所 有 企 業 と 位 置 づ け

て い る 3 0。 表 4 - 6 で 比 較 で き る よ う に 、 ス ウ ェ ー デ ン の 地 方 政 府

所 有 企 業 の 形 態 は 、 わ が 国 で い え ば 、 公 営 企 業 よ り も 地 方 公 社 や

第 三 セ ク タ ー に 近 い と い え る 。 た だ し 、 後 述 す る よ う に 、 地 方 政

府 所 有 企 業 に 対 す る 地 方 議 会 の 関 与 の 大 き さ を 踏 ま え れ ば 、 そ れ

ら と 同 様 に 捉 え る こ と が 難 し い 側 面 も 有 し て い る 。  

表 4 - 6  日 本 と ス ウ ェ ー デ ン に お け る 地 方 自 治 体 （ 地 方 政 府 ） 出 資 法 人 の 形 態  

出資比率100%

出資比率50%以上

出資比率20%以上

出資比率25%未満 出資比率10%以上

出資比率25%以上第三セクター
（狭義）

公民共同
出資法人

自治体全額
出資法人

直営（公営企業）

日本

地方政府
全額出資
法人

出資比率100%地方政府所有
企業（狭義）第三セクター（広義）

特別法に基づく地方公社（出資比率100%）

直営

スウェーデン

地方政府所有企業
（地方連結会計対象）

公民共同
出資法人

地方政府所有企業（広義）

注 :  1 )  日 本 の 第 三 セ ク タ ー で は 、 民 法 法 人 と 商 法 法 人 を 含 む 。  

   2 )  両 国 と も 出 資 比 率 に は 複 数 の 地 方 自 治 体 に よ る も の を 含 む 。  

出 所 :  林 編 （ 2 0 0 3 ） お よ び 伊 集 ・ 木 村 （ 2 0 0 7 a ） に 基 づ き 作 成 。

3 0 ス ウ ェ ー デ ン の 地 方 政 府 所 有 企 業 に 関 す る 以 下 の 記 述 は 、 と く に 引 用 の な い

限 り 、 伊 集 ・ 木 村 （ 2 0 0 7 a） に よ る 。
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地 方 政 府 所 有 企 業 は 、 そ の 活 動 に つ い て 地 方 自 治 法 な ど の 制 約

を 受 け る 範 囲 が 地 方 政 府 よ り 小 さ い た め 、 資 金 の 借 入 れ 、 利 益 の

使 途 な ど の 自 由 度 が 大 き く な る（ 自 治 体 国 際 化 協 会〔 2 0 0 4：4 6〕）。

こ の た め 、 地 方 政 府 所 有 企 業 は 独 立 性 と 経 済 行 動 の 自 由 を 確 保 で

き る 反 面 、 そ の 活 動 に 対 す る 地 域 住 民 や 地 方 議 会 の 監 視 と 統 制 は

限 ら れ た も の に な る 可 能 性 が あ る 。 そ こ で 、 地 方 自 治 法 で は 、 地

方 政 府 が 株 式 を 1 0 0％ 所 有 す る 株 式 会 社 に 事 業 を 委 任 す る 前 に 、

議 会 は 、 ① 地 方 政 府 と し て の 事 業 の 目 的 を 定 め る 、 ② す べ て の 取

締 役 を 任 命 す る 、 ③ 事 業 に 関 す る 基 本 原 則 ま た は そ の 他 の 重 要 な

決 定 が な さ れ る 前 に 、 議 会 が 意 見 表 明 を す る 機 会 を 持 つ 、 と い う

措 置 を 講 じ る こ と と さ れ て い る 。 ま た 、 地 方 政 府 が 部 分 的 に 所 有

す る 企 業 に 事 業 を 委 任 す る 場 合 に お い て も 、 議 会 は 委 任 の 決 定 を

す る 前 に 、 持 分 と 事 業 の 性 格 を 考 慮 し て 、 妥 当 な 範 囲 で 統 制 が 行

わ れ る よ う に 定 め な け れ ば な ら な い と さ れ て い る 。  

つ ま り 、ス ウ ェ ー デ ン の 地 方 政 府 所 有 企 業 は 、株 式 会 社 、財 団 、

非 営 利 団 体 な ど 多 様 な 形 態 を 選 択 で き る も の の 、 地 方 政 府 の 監

視 ・ 統 制 権 限 は 強 い も の と な っ て い る 。中 で も 、1 0 0％ 所 有 企 業 に

対 し て は 、 事 業 目 的 の 設 定 、 人 事 権 、 経 営 政 策 の 変 更 に 対 す る 意

見 表 明 権 な ど 、 そ の 影 響 は 多 岐 に 及 ん で い る こ と が 確 認 さ れ る 。  

2 0 0 5 年 時 点 で 、 コ ミ ュ ー ン は 1 5 3 3 社 、 ラ ン ス テ ィ ン グ は 1 2 2

社 の 地 方 政 府 所 有 企 業 を 所 有 し て い る 。 さ ら に 、 コ ミ ュ ー ン に お

け る 所 有 状 況 を 見 る と 、 現 在 、 地 方 政 府 所 有 企 業 を 一 切 所 有 し て

い な い の は 人 口 が 1 5 , 0 0 0 人 に 満 た な い 8 つ の 小 規 模 コ ミ ュ ー ン だ

け で あ り 、 人 口 の 多 い コ ミ ュ ー ン ほ ど 多 く の 企 業 を 所 有 す る と い

う 傾 向 が 表 れ て い る 。1 0 社 以 上 を 所 有 す る 3 2 の コ ミ ュ ー ン で は 、

人 口 は お お よ そ 3 万 人 を 超 え て お り 、 と く に ス ト ッ ク ホ ル ム と ヨ

ー テ ボ リ で は 、 そ れ ぞ れ 7 4 社 、 6 9 社 と 突 出 し た 数 と な っ て い る

が 、 1 コ ミ ュ ー ン あ た り の 所 有 数 は 全 国 平 均 で 5 . 3 社 で あ る 。  

 企 業 形 態 に つ い て は 、 既 に 述 べ た よ う に 、 株 式 会 社 、 財 団 、 合

資 会 社 、 協 同 組 合 、 N P O な ど さ ま ざ ま で あ る が 、 そ の な か で も 株

式 会 社 が 全 体 の 9 割 を 占 め 、 も っ と も 一 般 的 に 採 用 さ れ て い る 。

ま た 、 地 方 政 府 所 有 企 業 が 関 わ る 事 業 分 野 を 見 て み る と 、 全 体 の

半 数 以 上 が 不 動 産 ・ 住 宅 賃 貸 事 業 を 行 っ て お り 、 こ の 分 野 が 売 上

高 の 4 6％ 、 総 資 産 の 6 1％ 、 利 益 の 7 4％ を 占 め て い る 。 ま た 、 電

気 ・ ガ ス ・ 地 域 暖 房 ・ 水 道 事 業 に 関 連 し た 企 業 も 大 き な 割 合 を 有
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し て お り 、 売 上 高 の 3 6％ 、 総 資 産 の 1 8％ 、 利 益 の 2 6％ に 達 し て

い る 。 つ ま り 、 地 方 政 府 所 有 企 業 は 、 コ ミ ュ ー ン の 主 要 事 務 で あ

る 福 祉 サ ー ビ ス や 教 育 で は な く 、 広 義 の 福 祉 供 給 を 補 完 す る 役 割

と し て 活 用 さ れ て い る こ と が わ か る 。  

ま た 、 企 業 形 態 に つ い て の 歴 史 的 展 開 に 目 を 向 け て み る と 、 近

年 の 株 式 会 社 形 態 を 採 用 し た 業 務 運 営 と い う 特 徴 が 鮮 明 に な る 。

1 9 7 0 年 に は お よ そ 7 0 0 の 財 団 が あ り 、地 方 政 府 所 有 企 業 全 体 の 半

数 以 上 を 占 め て い た が 、9 0 年 代 初 頭 に は そ の 数 は お よ そ 4 0 0 社 に

ま で 減 少 し た 。 こ の 傾 向 は 9 0 年 代 に 加 速 し 、 現 在 で は 2 0 社 と な

っ て い る 。 こ の 変 化 は 、 と く に 住 宅 会 社 が 株 式 会 社 化 し た こ と に

よ る も の で あ る 。 さ ら に 、 1 9 7 0 年 代 初 頭 に 1 4 0 0 社 程 度 あ っ た 地

方 政 府 所 有 企 業 は 、7 0 年 代 前 半 に 1 2 0 0 社 以 下 ま で 大 き く 減 少 し 、

そ の 後 、8 0 年 代 初 頭 か ら 再 び 徐 々 に 増 加 し 始 め 、8 0 年 代 後 半 か ら

9 0 年 代 初 頭 に か け て 1 4 0 0 社 を 上 回 る ま で に 増 加 し て お り 、 こ の

こ と は 、 直 営 形 態 か ら 株 式 会 社 形 態 へ の 転 換 が 起 き た こ と を 意 味

し て い る 。  

す で に 触 れ た よ う に 1 9 9 1 年 の 地 方 自 治 法 改 正 に よ り フ リ ー コ

ミ ュ ー ン 実 験 が 一 般 化 さ れ る こ と で 、 本 節 冒 頭 に 述 べ た よ う に 、

地 方 政 府 は そ の 事 務 を 直 営 形 態 で 行 う の か 、 委 託 に よ っ て 行 う の

か 、 ま た 委 託 手 法 と し て 財 団 方 式 を 取 る の か 、 企 業 形 態 で 行 う の

か と い う 選 択 の 自 由 を 獲 得 す る こ と と な り 、 地 方 政 府 所 有 企 業 の

株 式 会 社 化 が 促 さ れ る 結 果 と な っ た 。  

 こ の 傾 向 は 水 道 事 業 に お い て も 同 様 に 観 察 さ れ る こ と と な り 、

1 9 8 9 年 に は 複 数 の コ ミ ュ ー ン の 所 有 に よ る ル ー ス ラ ー グ 水 道 株

式 会 社 （ R o s l a g s v a t t e n  A B）、 1 9 9 0 年 に は ス ト ッ ク ホ ル ム 水 道 株

式 会 社 （ S t o c k h o l m  V a t t e n  A B） が 設 立 さ れ て い る 。 と く に 、 水 道

事 業 に お い て 地 方 政 府 所 有 企 業 が 選 択 さ れ た 原 因 と し て 、 地 方 の

財 政 状 況 が 悪 化 し て い る 中 で 、 料 金 収 入 で は 賄 い き れ な い 追 加 的

投 資 費 用 を 借 入 れ で 調 達 す る 利 点 が 存 在 し て い た こ と が 指 摘 さ れ

て い る （ G u s t a f s s o n  2 0 0 2）。  

 ス ト ッ ク ホ ル ム 水 道 株 式 会 社 は 、 1 9 9 1 年 以 降 、 ス ト ッ ク ホ ル

ム ・ コ ミ ュ ー ン に よ り 所 有 さ れ る ス ト ッ ク ホ ル ム 市 庁 舎 株 式 会 社

（ S t o c k h o l m  S t a d s h u s  A B） の 子 会 社 と し て 位 置 づ け ら れ て お り 、

株 式 の 9 8％ が 同 株 式 会 社 、 2％ が フ ッ デ ィ ン エ ・ コ ミ ュ ー ン に よ

っ て 所 有 さ れ て い る 。 水 道 事 業 を 直 営 形 態 か ら コ ミ ュ ー ン 所 有 の
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株 式 会 社 と す る こ と で 、 ① 損 益 に 関 す る 責 任 の 明 確 化 、 ② 企 業 運

営 の 自 由 、 ③ よ り 迅 速 な 決 定 過 程 、 ④ 公 開 す べ き 情 報 の 減 少 、 を

獲 得 す る こ と と な っ た が 、 一 方 で 、 コ ミ ュ ー ン 議 会 に よ る 執 行 委

員 会 メ ン バ ー の 任 命 や 料 金 決 定 を 通 じ て 政 治 的 統 制 を 受 け て い る 。 

 さ ら に 、 地 方 政 府 所 有 企 業 に 対 す る 民 主 的 統 制 の 観 点 か ら 非 常

に 興 味 深 い 動 き が 見 ら れ た 。1 9 9 0 年 代 前 半 の 保 守 中 道 連 立 に よ る

カ ー ル・ビ ル ト 政 権 下 で 示 さ れ た 1 9 9 3 年 の 公 的 部 門 管 理 局 の 調 査

で は 、 運 営 形 態 が 地 方 政 府 所 有 企 業 で あ る こ と は 、 効 率 化 の 決 定

的 な 要 素 た り え な い が 、 将 来 の 売 却 や 民 営 化 の 布 石 に な り う る と

の 見 方 が 示 さ れ て い た 。  

し か し 、 1 9 9 4 年 に ビ ル ト 政 権 が 退 陣 し 、 社 会 民 主 党 が ヨ ー ラ

ン ・ ペ ー シ ョ ン 政 権 と し て 復 帰 す る と 、 地 方 政 府 所 有 企 業 化 は 、

地 方 政 府 効 率 化 の 手 段 と し て の 位 置 づ け が 再 確 認 さ れ た 。た だ し 、

地 方 政 府 活 動 を 包 括 的 か つ 民 主 的 に 統 制 す る た め に は 、 地 方 政 府

所 有 企 業 に 対 す る 地 方 政 府 あ る い は 住 民 の 監 督 が 十 分 に 行 わ れ る

必 要 が あ る と い う 視 点 か ら 、 1 9 9 4 年 に 秘 密 保 護 法

（ S e k r e t e s s l a g e n）が 改 正 さ れ 、「 公 共 」の 領 域 が 地 方 政 府 所 有 企

業 ま で 拡 大 さ れ る こ と と な っ た 。  

こ れ に よ り 、 地 方 政 府 所 有 企 業 の 文 書 を 一 般 に 公 開 す る こ と が

地 方 自 治 法 に も 明 記 さ れ た 。 さ ら に 、 1 9 9 9 年 に は 、 議 会 に よ り 任

命 さ れ る 非 専 門 的 な 監 査 役 の 役 割 の 強 化 、 2 0 0 0 年 に は 、 地 方 政 府

の 執 行 委 員 会 が 地 方 政 府 所 有 企 業 を 監 督 す る 旨 が 地 方 自 治 法 に 明

記 さ れ る こ と と な っ た 。 つ ま り 、 1 9 9 0 年 代 に 入 り 、 サ ー ビ ス の 合

理 化 を 目 的 と し て 、 株 式 会 社 形 態 に よ る 公 益 事 業 の 運 営 が 進 み つ

つ も 、 上 記 4 点 目 の 「 公 開 す べ き 情 報 の 減 少 」 と い う 企 業 化 に よ

っ て 生 じ る メ リ ッ ト を 減 じ る 形 で 、 地 方 政 府 所 有 企 業 に 対 す る 議

会 を 通 じ た 民 主 的 統 制 の 手 段 が 明 確 化 さ れ て い く こ と と な っ た の

で あ る 。  

 以 上 の よ う に 、 ス ウ ェ ー デ ン の 水 道 事 業 は コ ミ ュ ー ン の 直 営 に

よ る サ ー ビ ス 供 給 を 基 礎 に 発 展 し な が ら も 、1 9 8 0 年 代 以 降 の 経 済

状 況 、 財 政 状 況 の 悪 化 を 一 つ の 背 景 と し て 、 地 方 分 権 化 が 進 め ら

れ る な か で 、 地 方 政 府 所 有 企 業 に よ る 事 業 運 営 の 合 理 化 を 図 る 事

例 が 見 ら れ る よ う に な っ て き て い る 。 た だ し 、 そ の 場 合 で あ っ て

も 、 コ ミ ュ ー ン 議 会 に よ る 執 行 委 員 会 の 役 員 の 任 命 や 料 金 決 定 、

一 般 市 民 へ の 情 報 公 開 な ど の 手 段 を 通 じ て 、 対 象 事 業 を 政 治 的 、
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民 主 的 に 統 制 す る こ と を 意 図 し て い る こ と が わ か る 。  

（ 3 ） 水 道 事 業 の 展 開

前 節 ま で に 述 べ た よ う に 、 ス ウ ェ ー デ ン に お け る 水 道 事 業 は 直

営 形 態 に 地 方 政 府 所 有 企 業 形 態 が 加 わ る 形 を 基 本 と し て い る が 、

近 年 で は 、 表 4 - 7 に 示 さ れ る よ う に 、 そ の 事 業 運 営 形 態 は 多 様 化

を 見 せ て い る 。 そ こ で 、 本 節 で は 、 い く つ か の 事 例 を 紹 介 し な が

ら 、 ス ウ ェ ー デ ン の 水 道 事 業 の 展 開 を 整 理 し 、 水 道 事 業 の あ り 方

と サ ー ビ ス の 合 理 化 の 捉 え 方 に つ い て 検 討 し て い き た い 。  

表 4 - 7  ス ウ ェ ー デ ン に お け る 水 道 事 業 の 分 類  

責任主体 提供主体 形態
　直営
　地方政府所有企業
　政府間協力
　　共同委員会
　　政府間組合
　　共同所有企業
　　契約
　業務委託
　その他の公民連携

民営化　　　　　　　　　　　　民間部門

公共部門 公共部門

公共部門 民間部門

民間部門

出 所 :  T h o m a s s o n  2 0 0 6 ,  p . 1 2 .  

す で に 触 れ て き た 直 営 形 態 や 地 方 政 府 所 有 企 業 形 態 に よ る 水 道

事 業 に 加 え て 、 近 年 、 新 た な 動 き が 見 ら れ る の は 、 所 有 移 転 を と

も な う 民 営 化 、 民 間 水 道 会 社 へ の 業 務 委 託 、 そ し て コ ミ ュ ー ン 間

協 力 に も と づ く 事 業 運 営 で あ る 。  

 ま ず 、 民 間 参 入 を と も な う 事 業 運 営 に つ い て 見 て み よ う

（ G u s t a f s s o n  2 0 0 2）。 ス ウ ェ ー デ ン で 最 も 早 く 水 道 事 業 の 「 民 営

化 」 計 画 を 提 案 し た の は ， ス ト ッ ク ホ ル ム の 北 東 に 位 置 す る ヴ ァ

ク ス ホ ル ム ・ コ ミ ュ ー ン で あ っ た 。 当 時 、 同 コ ミ ュ ー ン は 保 守 党

が 議 席 を 占 め て お り 、 1 9 8 7 年 に は イ ン フ ラ ・ サ ー ビ ス に 入 札 方 式

に よ る 業 務 委 託 を 導 入 し た 。し か し 、そ の 5 年 後 の 評 価 に お い て 、

直 営 な い し コ ミ ュ ー ン 所 有 企 業 に よ る 方 が よ り 安 い サ ー ビ ス を 生

産 す る こ と が 可 能 で あ る こ と が 判 明 し 、 そ の 水 道 事 業 は 、 複 数 の
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コ ミ ュ ー ン に よ る 共 同 所 有 で あ る ル ー ス ラ ー グ 水 道 株 式 会 社 に 移

管 さ れ る こ と と な っ た 。  

 続 い て 、 ス ウ ェ ー デ ン 南 部 に 位 置 す る マ ル メ に お い て も 入 札 方

式 の 可 否 が 議 論 さ れ た 。1 9 9 4 年 の 地 方 選 挙 を 前 に 国 会 と 同 様 に コ

ミ ュ ー ン 議 会 の 多 数 派 を 占 め て い た 保 守 政 党 は 、 サ ー ビ ス の 民 営

化 に 非 常 に 積 極 的 で 、 す で に ゴ ミ 収 集 事 業 と 地 域 交 通 部 門 を 民 間

企 業 に 売 却 し て い た 。1 9 9 3 年 7 月 に 、1 9 の 民 間 企 業 が 参 加 し て 水

道 事 業 の 入 札 プ ロ セ ス が 開 始 さ れ た が 、 そ こ に は 、 フ ラ ン ス の 大

手 水 道 会 社 や 1 0 社 程 度 の イ ギ リ ス の 水 道 会 社 も 名 を 連 ね て い た 。

検 討 の 結 果 、 イ ギ リ ス の 水 道 会 社 ア ン グ リ ア ン ・ ウ ォ ー タ ー

（ A n g l i a n  W a t e r） が 推 薦 を 受 け る こ と と な っ た 。 同 社 は 、 水 道 事

業 の 運 営 費 を 3 0％ 削 減 し 、平 均 的 な 家 計 の 水 道 料 金 も 年 に 3 0 0 ク

ロ ー ナ 減 少 さ せ る こ と を 公 言 し て い た 。  

1 9 9 4 年 の 地 方 選 挙 で は 、こ の 水 道 事 業 の 民 営 化 が 重 要 な 争 点 と

な っ た が 、 い か な る 民 営 化 に も 反 対 と す る 立 場 を と っ て い た 社 民

党 が マ ル メ 市 民 の 支 持 を 取 り 付 け た こ と に よ っ て 、 こ の 民 営 化 は

実 現 さ れ ず 、 反 対 に 社 民 党 は 民 営 化 で は な く 、 コ ミ ュ ー ン 間 の 協

力 に よ っ て 事 業 の 効 率 化 を 達 成 す る 方 向 性 が 取 ら れ る こ と と な っ

た 。 こ の マ ル メ の 事 例 で は 、 資 産 の 売 却 ま で 含 ま れ て い な い に し

て も 、 入 札 プ ロ セ ス 全 体 は 非 常 に イ デ オ ロ ギ ー 的 色 彩 を 帯 び て い

た と 評 価 さ れ て い る 。  

事 業 委 託 が 実 現 し た 事 例 と し て 、 ノ ル テ リ ェ ・ コ ミ ュ ー ン が あ

る 。 1 9 9 9 年 2 月 に 、 ス ト ッ ク ホ ル ム の 北 に 位 置 す る ノ ル テ リ ェ ・

コ ミ ュ ー ン は 、 水 道 事 業 を 市 場 入 札 に か け る こ と を 決 定 し た 。 そ

の 内 容 は 、 1 3 の 浄 水 場 、 3 つ の 給 水 塔 、 6 つ の 水 ポ ン プ 場 、 1 9 の

下 水 処 理 場 、7 3 の 下 水 ポ ン プ 場 の 運 営 お よ び 維 持 管 理 と な っ て お

り 、 そ れ は 3 1 0 キ ロ メ ー ト ル に 及 ぶ 給 水 ネ ッ ト ワ ー ク 、 2 3 0 キ ロ

メ ー ト ル に 及 ぶ 下 水 ネ ッ ト ワ ー ク 、 そ し て 、 1 5 0 キ ロ メ ー ト ル に

及 ぶ 地 表 排 水 ネ ッ ト ワ ー ク で あ っ た 。1 0 年 間 で 3 億 ク ロ ー ナ と 見

積 も ら れ た 契 約 で あ っ た 。 2 0 0 1 年 に 、 保 守 党 に よ っ て 多 数 派 が 形

成 さ れ て い た 同 コ ミ ュ ー ン に お い て ヴ ェ オ リ ア ・ ウ ォ ー タ ー が 委

託 先 と し て 選 択 さ れ 、 2 0 0 2 年 1 月 か ら の 業 務 委 託 が 決 定 し た 。 こ

の 業 務 委 託 で は 、 コ ミ ュ ー ン は 民 間 会 社 に よ る 事 業 運 営 を 継 続 的

に 評 価 ・ 監 督 す る 責 任 を 負 っ て お り 、 サ ー ビ ス の 生 産 主 体 と な る

ヴ ェ オ リ ア ・ ウ ォ ー タ ー は 毎 月 、 業 務 報 告 書 を 提 出 す る と と も に
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行 政 と の 運 営 会 議 を 開 催 す る こ と が 義 務 づ け ら れ て い る 。  

さ ら に 、 ス ウ ェ ー デ ン で は 、 フ ラ ン ス と 異 な り 、 所 有 移 転 を と

も な う 民 営 化 が 実 現 す る 事 例 が 見 ら れ る こ と と な っ た 。 ノ ル シ ョ

ピ ン・コ ミ ュ ー ン の 水 道 事 業 は 地 方 政 府 所 有 企 業 化 さ れ 、そ の 後 、

電 力 事 業 を 担 っ て い た 地 方 政 府 所 有 企 業 の ノ ル シ ョ ピ ン 環 境 ・ エ

ネ ル ギ ー 株 式 会 社 （ N o r r k ö p i n g s  M i l j ö  o c h  E n e r g i  A B、 以 下 N M E）

と 合 併 し て い た 。 1 9 9 8 年 の 総 選 挙 期 間 に お い て 、 社 民 党 は 、 N M E

の 株 式 を 売 却 し な い こ と を 公 約 と し て い た 。 し か し 、 1 9 9 9 年 6 月

に な っ て ス ウ ェ ー デ ン の 民 間 の 三 大 電 力 会 社 の 1 つ で あ る シ ー ド

ク ラ フ ト （ S y d k r a f t） が N M E の 株 式 の 4 9％ を 取 得 す る こ と と な っ

た 。 同 コ ミ ュ ー ン の 議 会 の 多 数 派 の 一 翼 を 担 っ て い た 社 民 党 議 員

の ギ ュ ン ネ ル ・ イ ェ ン ネ ベ ッ ク （ G u n n e l  G e n n e b ä c k） は 、 N M E を

地 方 政 府 が 所 有 し て い る こ と に 本 質 的 な 価 値 は 存 在 し な い と し 、

ま た 、 N M E の 売 却 に よ っ て 医 療 、 介 護 、 教 育 へ の 資 金 不 足 を 補 う

必 要 が あ る と い う 見 解 を 示 し て い た 。 こ れ に 対 し て 、 住 民 は 住 民

投 票 を 要 求 し た が 、 議 会 で 却 下 さ れ 、 N M E は 最 終 的 に 民 間 に 売 却

さ れ る こ と と な っ た 。 こ の 事 例 で は 、 民 営 化 が 必 ず し も 保 守 と 社

民 の 対 立 軸 で は な く 、 コ ミ ュ ー ン の 財 政 状 況 が 民 営 化 を 促 す 要 因

と な っ た こ と が 指 摘 さ れ て い る （ G u s t a f s s o n  2 0 0 2）。 し か し 、 ノ

ル シ ョ ピ ン・コ ミ ュ ー ン の 水 道 事 業 は 2 0 0 5 年 に な っ て 再 び 地 方 政

府 所 有 企 業 で あ る ノ ル シ ョ ピ ン 水 道 株 式 会 社（ N o r r k ö p i n g  V a t t e n）

に 移 管 さ れ る こ と と な っ た 。 こ れ は 、 売 却 に よ っ て 水 道 サ ー ビ ス

に 公 共 部 門 が 関 与 で き な く な る 危 険 性 や 、 さ ら に 他 の 民 間 会 社 に

売 却 さ れ る 可 能 性 も あ り 、 サ ー ビ ス 供 給 が 不 安 定 に な る と の 観 点

か ら 批 判 が 出 た こ と を 一 因 と し な が ら も 、 最 終 的 に は 、 中 央 政 府

委 員 会 か ら 民 間 所 有 に よ る 事 業 運 営 を 廃 止 す る よ う に 勧 告 が 出 さ

れ た 結 果 で あ っ た 3 1。  

こ れ ま で 見 て き た よ う に 、 ス ウ ェ ー デ ン で は 伝 統 的 に コ ミ ュ ー

ン の 直 営 に よ る 水 道 事 業 が 発 展 し て き た が 、 近 年 で は 、 地 方 政 府

所 有 企 業 を 活 用 す る 動 き が 見 ら れ る よ う に な っ て い る 。 た だ し 、

所 有 企 業 の 執 行 委 員 会 の 役 員 の 任 命 や 料 金 決 定 に つ い て コ ミ ュ ー

ン 議 会 に 決 定 権 が 留 保 さ れ て い る こ と に 加 え 、 情 報 公 開 に 関 す る

規 制 も 強 化 さ れ る 方 向 に あ り 、 一 般 的 に 株 式 会 社 形 態 を と り な が

3 1  A t t a c  S v e r i g e ホ ー ム ペ ー ジ （ V a t t e n d e b a t t e n 2 0 0 4）

h t t p : / / a t t a c . s e / a r k i v / 1 7 0 2



45 

ら も 、 政 治 的 統 制 を 働 か せ る こ と を 強 く 意 図 し て い る と 言 え る だ

ろ う 。 ま た 、 民 間 所 有 を と も な う 民 営 化 が 実 現 し た 事 例 が 見 ら れ

た が 、 現 在 で は こ の よ う な 民 営 化 は 認 め ら れ な く な っ て い る 。  

ス ウ ェ ー デ ン で は 、1 9 5 0 年 代 か ら 財 政 力 の 強 化 を 目 的 と し て コ

ミ ュ ー ン の 合 併 を 実 施 し て き た 結 果 、 コ ミ ュ ー ン の 人 口 規 模 は 相

対 的 に 大 き く 、ま た コ ミ ュ ー ン 間 の 規 模 の 格 差 が 小 さ い こ と か ら 、

直 営 に よ る 水 道 事 業 を 可 能 に し て き た と い え る 。 し か し 、 地 方 政

府 所 有 企 業 化 が あ る 程 度 進 ん だ 要 因 と し て 、1 9 8 0 年 代 以 降 の 経 済

状 況 ・ 財 政 状 況 の 悪 化 が あ り 、 そ の 流 れ の な か で 民 営 化 が 行 わ れ

た コ ミ ュ ー ン も 存 在 し て い る 。 た だ し 、 全 体 と し て み れ ば 、 民 営

化 の 方 向 よ り も コ ミ ュ ー ン 間 の 連 携 を 重 視 す る 動 き が 活 発 に な っ

て き て い る と 言 え 、 複 数 の コ ミ ュ ー ン に よ る 企 業 の 所 有 や コ ミ ュ

ー ン 組 合 の 設 立 が 見 ら れ る よ う に な っ て お り 、 民 営 化 と は 異 な る

形 で の 水 道 事 業 の 維 持 ・ 発 展 を 意 図 し て い る と 捉 え る こ と が で き

る だ ろ う 。  

近 年 の 日 本 に お け る 民 間 的 経 営 手 法 を 活 用 す る 動 き は 、 国 の 財

政 構 造 改 革 を 遠 因 と し て 、 地 方 自 治 体 に お け る 行 財 政 改 革 、 と く

に 経 費 削 減 を 主 眼 と し た 効 率 化 に 向 か っ て い る と い え る 。 ス ウ ェ

ー デ ン に お い て も 1 9 8 0 年 代 以 降 の 経 済 状 況・財 政 状 況 の 悪 化 か ら

事 業 の 効 率 化 、 合 理 化 が 求 め ら れ る よ う に な っ て い る が 、 水 道 事

業 の も つ 公 共 性 を 維 持 す る こ と を 主 眼 に 置 き つ つ 、 議 論 が 展 開 さ

れ て い る こ と は 注 目 す べ き 点 で あ る 。  

お わ り に  

 ス ウ ェ ー デ ン で は 、 教 育 、 福 祉 、 医 療 と い う 対 人 社 会 サ ー ビ ス

の 供 給 は コ ミ ュ ー ン と ラ ン ス テ ィ ン グ と い う 地 方 政 府 が 主 体 と な

っ て 担 っ て い る 。 こ れ は 歴 史 的 に 見 れ ば 、 戦 後 の 公 共 サ ー ビ ス が

拡 大 す る 時 期 に お い て 、 地 方 政 府 が 自 ら の 地 方 税 率 を 上 昇 さ せ る

こ と を 中 心 と し て そ の 財 源 を 賄 う こ と で 可 能 と な っ て き た 。ま た 、

地 方 政 府 の 財 政 規 模 の 拡 大 に と も な い 生 じ る 財 政 力 格 差 へ の 対 応

と し て 、全 国 的 な 財 政 調 整 制 度 が 1 9 6 6 年 に 導 入 さ れ て 以 降 、1 9 9 0

年 代 に は 水 平 的 調 整 と い う 枠 組 み を と も な い な が ら 、 国 民 へ の 公

平 な サ ー ビ ス を 保 障 す る た め に 財 政 力 格 差 の 是 正 と 、 地 方 の 自 主

的 な 決 定 を 可 能 と す る 課 税 自 主 権 の 活 用 に よ っ て 、 両 者 の 均 衡 を
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図 っ て き た と 捉 え る こ と が で き る 。  

 地 方 分 権 と い う 文 脈 に お い て 、 ス ウ ェ ー デ ン に お い て 取 り 組 ま

れ て き た 制 度 改 革 に は い く つ か 注 目 す べ き 点 が あ る 。 地 方 分 権 が

要 請 さ れ る 背 景 に は 、 経 済 成 長 の 鈍 化 に 伴 う 財 政 制 約 に 対 応 す る

た め の 財 政 運 営 の 効 率 化 と い う 目 的 が 存 在 す る が 、 そ れ は 日 本 の

三 位 一 体 改 革 に お い て 見 ら れ た よ う に 、 財 政 再 建 の 手 段 と し て 、

地 方 へ の 財 政 移 転 を 削 減 す る と い う こ と と 同 義 で も な け れ ば 、「行

財 政 改 革 」 の 名 の も と に 、 人 件 費 の 削 減 や サ ー ビ ス の 民 間 委 託 を

通 じ た 予 算 額 の 削 減 を 強 要 す る も の で も な い 。 各 地 域 住 民 の ニ ー

ズ を 的 確 に 図 る こ と が で き る 地 方 政 府 に 権 限 と 財 源 を 移 譲 す る こ

と で サ ー ビ ス の 充 実 を 図 り な が ら 、 同 時 に 財 源 面 で の 効 率 化 の 達

成 が 目 指 さ れ な け れ ば な ら な い 。  

 ス ウ ェ ー デ ン で は 、 国 民 の 生 活 保 障 を 行 う 基 本 的 な 役 割 は 地 方

政 府 が 担 っ て い る と い う 認 識 の も と に 、1 9 9 0 年 代 の 経 済 危 機 後 の

財 政 再 建 期 に お い て で さ え も 、 中 央 政 府 が 増 税 と 歳 出 削 減 の 組 み

合 わ せ に よ り 財 政 収 支 の 改 善 に 取 り 組 む な か で 、 地 方 政 府 へ の 財

政 移 転 を 充 実 さ せ て き た と い う 事 実 が あ る 。 こ れ は 政 府 間 財 政 関

係 に お い て 、 地 方 は 国 の 政 策 の 手 段 で は な く 、 国 民 生 活 を 保 障 し

な が ら 社 会 を 統 合 し て い く と い う 財 政 活 動 に お け る 重 要 な 協 力 者

で あ る と い う 認 識 を 示 し て い る 。 今 後 の 日 本 に お け る 地 方 分 権 改

革 の 推 進 に お い て も 、 国 と 地 方 の 関 係 を 捉 え る 基 本 的 な 視 点 と し

て 重 要 な も の と 言 え る 。  

 ニ ュ ー パ ブ リ ッ ク マ ネ ジ メ ン ト （ N P M） に 代 表 さ れ る 1 9 8 0 年 代

以 降 の 公 共 部 門 改 革 で は 、 公 共 サ ー ビ ス に 市 場 を 活 用 す る 、 あ る

い は 民 間 的 経 営 手 法 を 活 用 す る と い う 形 で 導 入 が 進 め ら れ 、 イ ギ

リ ス や ニ ュ ー ジ ー ラ ン ド の よ う な ア ン グ ロ ・ サ ク ソ ン 諸 国 の み な

ら ず 、ス ウ ェ ー デ ン な ど の 北 欧 諸 国 に も 大 き な 影 響 を 与 え て き た 。

日 本 に お い て も 、 各 種 の 民 間 的 手 法 の 導 入 が 進 め ら れ て い る と こ

ろ で あ る が 、 地 方 自 治 体 に お け る 制 度 活 用 の 目 的 が 経 費 の 削 減 に

集 中 し て い る の が 現 状 で あ る 。  

 ス ウ ェ ー デ ン で は 、 公 益 事 業 部 門 に お い て 、 地 方 政 府 出 資 企 業

を 活 用 す る こ と で 、事 業 運 営 の 迅 速 化 、効 率 化 を も く ろ む 一 方 で 、

事 業 が も つ 公 益 性 を 維 持 す る た め に 、 地 方 議 会 に よ る 統 制 権 限 を

強 化 す る 対 応 も と っ て い る 。 ま た 、 福 祉 サ ー ビ ス の 領 域 で は 、 準

市 場 制 度 な ど を 活 用 し な が ら 、 サ ー ビ ス の 「 生 産 」 主 体 と し て 、
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営 利 企 業 や 非 営 利 団 体 の 参 入 を 促 し て い る 。 そ の 目 的 は 、 無 償 サ

ー ビ ス を 基 本 と す る 公 共 サ ー ビ ス で は 、 サ ー ビ ス 利 用 者 は 市 場 に

お け る 消 費 者 の よ う に 、 購 買 行 動 を 通 じ た 意 思 表 明 す る こ と が で

き な い こ と で 発 生 す る 非 効 率 性 を 克 服 す る こ と で あ る 。そ の た め 、

税 財 源 に よ る 無 償 サ ー ビ ス を 維 持 し な が ら 、 利 用 者 に 購 買 行 動 に

代 わ る 選 択 行 動 と い う 選 択 肢 を 提 供 す る こ と で 、 公 共 サ ー ビ ス の

住 民 ニ ー ズ へ の 対 応 を 高 め よ う と す る 試 み で あ り 、 民 主 主 義 に 基

づ い て 運 営 さ れ る 公 共 部 門 に 内 在 す る 非 効 率 を 改 善 し 、 民 主 主 義

の 質 を 高 め て い く た め の 取 り 組 み だ と い う こ と が で き る 。  

地 方 自 治 体 に お け る 「 行 財 政 改 革 」 と は 、 住 民 ニ ー ズ を 的 確 に

汲 み 取 り 、 公 共 サ ー ビ ス を 提 供 す る た め の 改 革 で あ り 、 歳 出 を 削

減 し て 財 政 収 支 を 改 善 す る こ と で は な い 、 と い う 基 本 的 な 認 識 を

最 後 に 改 め て 確 認 し て お き た い 。
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